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開会 午前 ９時００分 

○議長（篠塚信太郎君） 皆さん、おはようございます。 

  本日はご参集いただき、大変ご苦労さまです。 

  ただいまの出席議員は１６名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成３０年第３回京丹波町議会定例会を再開します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

《日程第１、会議録署名議員の指名》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、１３番議員 北尾 潤君、１４番

議員 梅原好範君を指名します。 

 

《日程第２、諸般の報告》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  ９月３日に議会広報常任委員会が開催され、広報発行に向け協議が行われました。 

  本町新規採用職員研修のため、本定例会における一般質問を傍聴したい旨届け出があり、

許可したので報告します。 

  本日の本会議に、京丹波町ケーブルテレビの撮影・収録を許可したので報告します。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

《日程第３、一般質問》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３、一般質問を行います。 

  一般質問は、通告に従い、順次発言を許可します。 

  最初に、村山良夫君の発言を許可します。 

  ５番、村山良夫君。 

○５番（村山良夫君） 皆さん、改めまして、おはようございます。今、議長から発言の許可

を得ましたので、かねて提出しております一般質問通告書に基づきまして、私の一般質問を

行いたいと思います。 

  町長におかれましては、昨年の選挙で、公平公正な行政のためには情報の公開が重要であ

ると訴えられ、見事厳しい選挙戦を勝ち抜かれました。また、その争点になりました新庁舎

建設、丹波地域開発株式会社への６億７００万円の支援等については、町民の皆さんに十分
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な情報提供ができておらず、そのため、十分な理解が得られていないということで、タウン

ミーティングを企画し、十分な情報提供をすることにより、町民の方に十分な理解をしてい

ただきたいということで実施されました。 

  そこで、タウンミーティングについて十分な情報提供がなされ、町民の皆様方に十分に理

解をいただけるかどうかを、具体的にお伺いいたしたいと思います。 

  最初は、新庁舎建設に関して、次の５点をお伺いしたいと思います。 

  １点目は、建設コストについてでございますが、道路拡幅工事と排水、いわゆる雨水対策

工事費を加味すれば、その総額というものは非常に大きいものになるわけですけれども、そ

の辺に対する十分な情報提供ができたかどうかお聞きをします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 以前にも答弁をさせていただいておりますが、町道蒲生野中央線道路

改良工事及び蒲生野排水路整備事業につきましては、新庁舎の建設の有無にかかわらず、実

施が必要な事業というふうに考えておるところであります。 

  タウンミーティングにおきましては、新庁舎整備事業につきましては、地元蒲生野区等々

の調整を図りながら、道路改良工事や排水路の整備事業も同時に進めるということで説明を

申し上げたところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） そのことは、この前の一般質問でお聞きしたんです。私は、そのため

に総合的に合計でどれぐらいその事業に必要なのか、お金の出るところ、財布は１つですの

で、目的、事業がばらばらでも、お金そのものは１つでございますので、全体の数字が理解

できるように町民の方に情報が提供できたのかどうか、その点をお聞きしています。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 全ての工事の事業費が確定といいますか、見積もりができていない状

況でありますので、金額までの提示はしておらないというところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 確定していないということですと、残念ですけれども、これ以上質問

も続けられませんので、次の２点目に入りたいと思います。 

  新庁舎建設に関しまして、準備コストというのが先ほどと重なるんですけれども、当初に

は、建設準備コストとして道路拡幅工事とか、それから雨水対策とかいうのが上がってなか

ったわけですけれども、この辺のことについて、十分な情報提供ができたかどうかお聞きを

したいと思います。 
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○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 現本庁舎、今皆さんがいらっしゃるこの庁舎でありますけれども、耐

震性が危ぶまれておりまして、老朽化も著しいこともあります。防災拠点となります新庁舎

の建設については必要性がありまして、建設に当たっては、コストの縮減に努めながら、合

併特例債も活用して、財政負担の軽減を図りながら進めていくということで説明を申し上げ

ているところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） それでは、３点目ですけれども、財政の健全性を示す実質公債費比率

は、平成２９年３月に町が公表された京丹波町の財政見通しによりますと、新庁舎の建設の

関係なしに、平成３３年度では、黄色信号である１８％を超えることになります。起債等が

自由にできず、結果的には、やはり町民皆さんに使用料の負担増とか、その他行政サービス

の悪化を招くことになると思いますが、この点について十分な情報提供ができたのかどうか

お聞きをしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 本町の財政でありますが、普通交付税の合併特例措置の段階的な縮減

によりまして、極めて厳しい状況下にありますけれども、新庁舎建設につきましては、財政

負担の軽減を図りながら事業を進めることで、説明をさせていただいたところであります。

本町の財政の状況なり、新庁舎建設による影響につきましては、今後も広く情報を発信して、

住民の皆さんへの説明に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

  財政規律というのは非常に重要な指標だというふうには考えておりますけれども、財政規

律至上主義ではなく、やはり町民の安心安全を第一に考えていくべきかというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） その財政指標が絶対的なものではないということですけども、結果的

に町民の安心安全な、住みやすい町をつくるというためには、財政が健全でないと、いわゆ

る金がないとできないことですので、私は非常にこのことは大事で、太田町政が町民の人に、

新しい町長に変わってよかったと思ってもらうためには、やっぱりその辺の財政的な裏づけ

があって、町民の人が喜ばれる行政ができることが大事ですけれども、間違えば、この新庁

舎建設によって、そのことが非常に難しくなるのと違うかなというように思います。 

  その辺を含めまして、４点目のことでお聞きをしたいんですが、タウンミーティング開催

の趣旨は、究極的には、後世に誇れる立派な庁舎をつくるのか、それとも、緊縮財政政策に
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よる行政サービスの悪化を選ぶのかを、選択していただけるだけの情報提供が私は必要では

なかったのではないかと思うんです。といいますのは、先ほど申し上げましたとおり、この

寺尾前町政でやられた財政投資が、結果的に、新庁舎を建設しなくても財政は悪化するわけ

ですから、悪化するというか、１８％を超えるわけですから、その辺の情報をやはり町民の

方に提供して、新庁舎は建てなければならないのか、それとも、そういう形で財政が厳しく

なって行政サービスが悪化してよいのかを、私は選択していただくためのタウンミーティン

グにしはるべきであったと思いますし、私もそのことを期待していたんですけれども、そう

いう情報提供はされましたでしょうか、お聞きします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） タウンミーティングを、そういったＡかＢか、白か黒かというような

判断をしていただくような目的で開催したつもりはございません。どちらかを選択するとい

うようなものではないというふうに考えておるところでございます。 

  ６月１８日に大阪北部地震が起こりまして、その後、西日本の豪雨、それから台風も１２

号、２０号、２１号と襲来しております。また、本日は、北海道において大変大規模な地震

も発生をしたところであります。 

  庁舎につきましては、華美なものをつくるとかいうようなことではなく、災害対応も含め、

必要最小限のものをしっかりと整備をしていくことが重要だというふうに考えております。

行政サービスの悪化というふうにおっしゃっておりますけれども、新庁舎自体も、町民の利

便性の確保でありましたり、住民サービスの向上に資するものでありますし、未整備で災害

なんかを迎えますと、最終的に損害をこうむるのは町民であるというふうに考えております

ので、そういった観点でしっかりと整備をしてまいりたいというふうに考えておるところで

ございます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 私が申し上げているのは、町長が今答弁いただいたのとはちょっと違

うんです。というのは、庁舎の建設は必要だといえば、必要です。 

  しかし、町民の方が、庁舎を建てること、今申し上げましたとおり、庁舎を建てようが、

建てまいが、起債の発行に制限を加えられる１８％を超えていることは事実でございますの

で、太田町長にそのことを云々言うのは問題というか、酷かもわかりませんけれども、やは

り町民の方は、日常の生活において、例えば上水道の使用料とか、その他使用料がやはり上

がること、見直されることには、非常に危惧されているように思うんです。 
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  確かに、役場の機能が充実したらありがたいとは思われますけれども、私の周辺の方に、

役場に行かれる回数とか、そういうことを聞きますと、正直言ってほとんどない、行っても、

必要なのは印鑑証明とか、納税証明とか、戸籍謄本とか、そういう証明書をいただくことぐ

らいで、ほとんどないというような話なんです。そういう庁舎が必要なのか、それとも、日

ごろの生活に必要な、いわゆる使用料とか、いろんなそういう行政がやっていただくサービ

スに対する負担金が少ないほうがええのか、上がってもええのかという問題を、選択される

必要があるんじゃないか、そのための情報提供が必要でないかということをお聞きしていた

んです。 

  もう一度見解をお聞きします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 行政サービスの費用につきましても、できるだけ上昇するようなこと

がないような努力をしてまいりたいと思いますが、庁舎の建てかえの問題と、住民が来る機

会が少ない、印鑑証明を取りに来るだけぐらいしかないというのと、防災の拠点となる施設

として、そういった場合の非常時の対応を行うというのは、全く議論の違う話でありますの

で、その点はしっかりとご理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 防災のための、特に地震対策について云々と、こうおっしゃっている

んだと思うんですけれども、確かに地震も大変ですし、ところが、幸いか、この京丹波町と

いうのは、前の町長がおっしゃっていましたけれども、某会社へ工場誘致の話に行ったとき

に、そこの社長さんが、この丹波高原というんですか、地図を指されて、そこの京丹波町の

あたりに丸がしてあったそうです。それは何でかと聞いたら、いや、実は、この京都は日本

で最も地震とか、台風とか、総合的に天災が少ない地域がここなんだと、だから私は、工場

とか、本社の建設に関心を持っているというようなことを話されたということを、前の町長

がお話しされていました。 

  私は、そういう意味では、この前の地震も、一部大変でしたけれども、それほどのことも

ない、それよりも、やはり起きるのは台風による水害、豪雨災害にあると思うんです。そう

いう意味では、今度の新庁舎を建てるところは、いわゆる公式な水路が全くないわけです。

そういうところに新庁舎を建てる計画というのも、私は非常に疑問に思っているし、やはり

一番大事なことは、地震が来たらどうすんのやというのが錦の御旗になってしまって、その

ことだけで誘導されることについては、私は非常に疑問に思います。 

  そういう意味で、タウンミーティングで、そういうことがあるけれども、それ以外の要件
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もあるという情報提供をなぜされなかったのか、改めて見解をお聞きします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 防災の視点で考えますと、今まで地震が発生していない、災害が発生

していないから、将来に向かっても災害はないというような無責任な考え方をとることは、

町政をあずかる者として絶対にできないところであります。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 無責任じゃないですよ。そんなこと言えば、昔の笑い話じゃないです

けども、夜、空を見上げて、「あんだけ無数にある星がいつ落ちてくるかわからん」って言

って心配しているのと今の話とは、次元が全然違うわけですよ。それを一緒にされて答弁さ

れるようでは、もう質問する意欲もなくなりました。この辺でやめときます。 

  私は、次のところで、本当にタウンミーティングでしてほしかったのは、後世に誇れる庁

舎建設か、それとも、財政状況を見て、緊縮財政政策により行政悪化を阻止するか、このど

ちらが大事なのかということを、やっぱり町民の方に聞いていただく必要があったんじゃな

いかと思います。 

  その辺のことを踏まえて、町長は、京丹波町の「船長」としてどちらの港に寄港されるお

つもりなのか、その見解をお聞きします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 何回も申し上げておりますけれども、どちらかを選択するというよう

なつもりはございませんし、選択肢も、その２つというのは選択のしようがないというふう

に考えておるところであります。 

  私が「京丹波町丸」という船の「船長」という例えでありましたので、私が船長でありま

したら、海を渡っておるわけですから、航路は無数にあると思いますし、羅針盤は、やっぱ

り町民の安心安全を考えて一番よい航路を、町民ファーストで選んでまいりたいというふう

に考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 現状の京丹波町の財政っていうのを、十分ご承知の上で答弁されてい

るんだと思うんですけれども、他の自治体に比べまして、これは太田町政の問題じゃないん

ですけれども、いわゆる自民党から民主党、そして自民党にかわったときに、選挙の人気取

り政策でいろんな特別な地方交付税だとか、いろんな制度がされまして、それを活用してや

ってきて、大概のところがもう今１３％台ばかりだと思います。この直近の市町の話でいく

と、南丹市さんが１３．３％、目標が１３％、０．３％多分オーバーしたということで質疑
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をされていました。１３％でされるわけですから、当町の場合、今年度決算によりますと、

３年間の平均で１５％になるようですけれども、単年度ではもっと高くなると思います。平

均値ですので高くなると思うんですが、それぐらい厳しい財政ですので、何ぼでも海路はあ

るんだと、町民の必要なことをやっていったらええねん、こういう話じゃ、今、京丹波町の

置かれている財政上の問題はそういう状態でないということだけは認識をして、行政に取り

組んでいただきたい、このように希望しておきます。 

  その次に、丹波地域開発株式会社への６億７００万円の経営支援について、次の５点をお

聞きしたいと思います。 

  １点目は、タウンミーティングでの説明では、私も２会場行かせていただいたんですが、

その必要性について、旧丹波町当初から設立にかかわっていたので、また、有利な国の融資

制度を活用してきたので、設立当初の趣旨を加味すれば、今回の支援はやむを得ないとの説

明でございました。 

  前町長への私の一般質問にも、これに似たような答弁がありました。というのは、そのと

きの答弁は、町の遊休不動産を活用するために丹波地域開発株式会社を設立することによっ

て、結果的には、無利子の長期財源を旧丹波町に提供したことになり、町民の皆様には不利

益を与えていないというような答弁がありました。 

  この２点を加味して考えますと、町と丹波地域開発株式会社が話し合いをして、町の遊休

不動産を財源化するために、有利な高度化資金を流用したというようなことにはならないの

かお聞きをします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 丹波マーケスの事業用地でありますけれども、当時、商業の集積事業

を行う目的で土地開発公社を通じて先行取得がされたものでありまして、遊休資産というも

のではないというふうに考えているところでありますし、高度化資金につきましては、施設

の建設を効率的に進めるために有利な制度ということで、この高度化資金が活用されたもの

というふうに認識をしておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） それで、２点目にお聞きしたいと思います。 

  町民の皆様に理解をいただけていない原因の１つは、役員の方々の役員責任にあると思い

ますが、この点について十分理解していただけるだけの情報提供、いわゆる説明ができたか

どうかをお聞きします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 
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○町長（太田 昇君） タウンミーティングの資料におきましても、会社の経営責任につきま

しては、当時の町としてどういう判断をされたのかということを説明はさせていただいたと

いうことでありますし、質疑応答の中でもお答えをさせていただいたところであります。 

  同社の経営上の問題のみに起因をしていると言えないというところで、全て経営責任であ

るというまでは言い切れないんではないかというような判断がされたというふうに認識をし

ております。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 今、ちょっと具体的な話がなかったので理解ができないんですけれど

も、前町長の話では、この土地を買ったときに非常に高額で買ったというようなことでござ

いました。だから、その返済資金が途中で滞って現在のような状態になっていると、こうい

うことなんで、その役員の責任ではないみたいな話だったんですけれども、しかし、事業を

やる方が、当初から返済が無理な高い土地を買ったり、また、返済ができない借り入れを行

ったりすること自身が、やっぱり経営者としての役員の責任だと思うんですけれども、その

点はどう思われますか。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） もちろん経営というのは、経営者の責任というのはついて回るという

ふうに考えておるところでありますけれども、建設の当時はバブル期の一番最後の頃であり

ますので、その頃で土地が高騰したと、自分たちの事業のもくろみ以上に高騰して、そうし

た高価な土地を、途中でやめることができずに購入せざるを得なかったというようなことは、

当時の事情としてはあったのかなというふうに考えるところでありますし、それを、高度化

資金を借り入れして事業は進められたわけでありますので、最初から返せる当てもないのに

事業が行われたというふうには私は考えないところでありまして、いろんな事業の経過の中

で返済が不能になってまいったというふうに考えるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 私も長いこと銀行マンしてましたので、当初から返済が滞るというこ

とを考えてなかったと、こういうお話ですけれども、現実、丹波地域開発株式会社が借り入

れた高度化資金は、正常に返済できた年度は何回あったかご存じですか。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 当初、１回のみであったというふうに理解しております。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 当初の１回だけしか約定どおり返済できなかったというのは、やっぱ
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り経営者としての事業計画の甘さが出たんだと、その甘さの裏には、先ほどちょっと申し上

げたように、町と丹波地域開発株式会社の役員の方の間で、有利なそういう資金をうまく利

用しようという話があったんだと思うんですが、このために町民は、今申し上げている６億

７００万円の自分たちの税金を、結果的に投入しなければならなくなってしまったというこ

となんで、やはり町民の方に理解していただくためには、役員の責任について十分ただして

いただけるだけの情報提供が必要でなかったかと思うんですが、もう一度町長の見解をお聞

きします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 結果的に６億７００万円を町民の方に負担をいただいたというところ

であります。それは経営資金と、それから土地の買い戻しという形でありますけれども、当

初からそういう町民負担をもくろんで返済を滞らせたというようなことの証拠まではないと

いうふうに考えているところでございますし、経営責任というのは常に発生はしますけれど

も、まだ破綻をしているわけではありませんので、そういった中で考えるべきものというふ

うに考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 経営責任は、破綻をするまででも、悪化して破綻寸前するときには、

当然株主はそういう事態を避けるために、経営者に改革をしていただくということを言うの

は当たり前のことですし、丹波地域開発株式会社の場合、京丹波町が筆頭株主であるわけで

すから、その町民の代表として、やはり関心を持って、経営について、役員の責任について

ただされることは、これは太田町長だけでなしに、かつての歴代の町長はちゃんとしておか

れるべきだった、それができてなかったんじゃないかということだけ申し上げておきたいと

思います。 

  そして、３点目ですけれども、やはり町民の方に納得していただくのには、６億７００万

円の経営支援をしたことによって町民の方にどれだけの還元がされたか。あのときの説明で

は、１レジ当たり、２年目ですかな、３年目から１００円ほど購入価格が安くなるような説

明だったんですけれども、この辺のことについては全くタウンミーティングでは説明もなか

ったんですけれども、やはり町民の人にしてみたら、自分たちの税金６億７００万円投入し

たわけですから、その効果が町民のためにプラスになっている、いわゆる費用対効果が上が

らないと理解ができないと思うんですが、この点についてなぜ説明がなかったのか、また、

情報提供がなかったのかお聞きをしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 
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○町長（太田 昇君） 費用対効果ということでありますけれども、第一義的には、丹波マー

ケスが地域住民の皆様の日常生活を支える場所として存続をしていくということであります

ので、なくなりますと近隣の町村まで買い物に行く必要がある、また、高齢者の方について

はその手段も断たれてしまうというようなこと、その辺も考えての費用対効果が第一義では

ないかなということであります。 

  地域にとって、そういう意味では、一定必要な施設であるというようなご理解はいただい

たのかなというふうには考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） ４点目についてですけれども、タウンミーティングで、丹波地域開発

株式会社の経営内容について私は十分な情報提供がなかったように思うんですが、あれで十

分な情報提供ができているのか、町長の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 丹波地域開発株式会社の当時の経営状況なり、財務の状況、あるいは

高度化資金の返済状況等につきまして、町民の方はいろんな方がいらっしゃいますので、そ

ういう町民の方に向けて、できるだけわかりやすく説明をさせていただいたというふうに思

っておりますし、そういう意味では、一定ご理解をいただいたというふうに認識はしておる

ところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） それでは、５点目に、先ほど町長もおっしゃったとおり、マーケスで

すね、あれが存在しないと買い物弱者への費用対効果っていうんですか、それを強調されて

いました。 

  ところが、当初の、先ほど申し上げたとおり、経営内容について、私は非常に疑問を感じ

ています。次のところで丹波地域開発株式会社について質問したいと思っているんですが、

感じています。 

  まして、ご承知かと思うんですが、お薬屋さんのディスカウントショップの出店が具体的

に進んでいるようでございます。こういうものができますと、当初は丹波地域開発株式会社

の健全な経営であったとしても、それを維持することは非常に難しいと思うんですが、その

辺の情報とかいうのは全く認識されていないのか、いわゆる出店とか、丹波地域開発株式会

社の経営内容が非常に健全だというように思っておられるのか、その点について町長の見解

をお聞きしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 
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○町長（太田 昇君） ご案内のとおり、この６億７００万円の経営支援を行ったというよう

なことで、平成２８年度に、金融機関への高度化資金の返済のピークというのは越えたとい

うことで、その資金繰りについては改善をされたというふうに聞いております。 

  一方、今ご指摘もありましたとおり、ドラッグストアが出店するというような情報も、私

も当然聞いておるところでございまして、将来については、それは不安定な要素というのも

あることも確かでございますが、経営努力をして、安定経営をしていただくという以外に方

法はないのかなというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 安定した経営をしていただくのは、私も望むところですし、ぜひそう

していただきたいわけでございますけれども、現実には、いわゆる企業経営というのは内部

の要素、いわゆる企業内容の要素と外部の要素がありまして、努力したから経営が維持でき

るというものではないと思うんです。 

  いわゆる見通しを、努力しているから、頑張っているからということで思い切った対応を

しないということは、傷口が大きくなるというんですか、よく言われるように、できものが

できても、早いうちにいわゆる外科手術をしないとあかんというようなことをおっしゃるわ

けですけれども、そういう意味では、今の丹波地域開発株式会社というのは、そういう状態

になっているんじゃないかと思います。 

  そういうことで、続きまして、丹波地域開発株式会社の第２６期総会についてお聞きをし

たいと思います。 

  まず最初に、決算資料について、次の３点をお伺いしたいと思います。 

  １点目は、貸借対照表の資産のところに、借地権というのが１億２，８００万円計上され

ています。この資産は現実存続するのかどうか、町長の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 借地権でありますけれども、議員も銀行マンであられたということで、

経理のほうはよくご理解をいただいていると思いますけれども、借地の造成費用というのは、

これを借地権として、無形固定資産として計上するというのは、法人税法でも認められてお

るところでございますし、これにのっとって会計を処理された無形固定資産として、借地権

は存在をしておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 自分の土地、いわゆる自分が買って、その土地を造成した場合は、当

然そういうことだと思うんです。 
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  しかし、この借地権というのは、借地を造成した費用なんですね。だから、一時的に資産

勘定、いわゆる繰延勘定に１億２，８００万円は上げて、それを地主さんに渡して、それで

工事代金を払っていただいて、その繰延資産は１０年とか、１５年とか、これは借地権契約

に基づいて毎年償却していくというのが当然やるべきことなんですけれども、もう１０何年

間、この１億２，８００万円は借地権として資産勘定に上がっていて、そういう繰延資産と

しての償却はされていないということになっていると思うんです。 

  前町長のときにこの質問をしまして、「借地権」というわけですから、借地権契約がある

のか、その契約のいわゆる権利者と事務所はあるのかという質問をしたんですけれども、そ

の２つとも「ない」と。 

  借地権に上がってて、借地権契約もないし、権利書もないし、事務所もない、丹波地域開

発株式会社は権利者ですね、１億２，８００万円は借地権として預けているわけですから、

それを返してもらわなあかん。返してもらう相手がないということになっていて、今、町長

の申された税法上の問題はないというように理解されるんですか、ここまで説明しても。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 自分の土地を造成した費用が借地権になることはないと思います。つ

まり、他人の土地を借りるための造成の費用が借地権として税法上認められていて、それを

経理として固定資産に計上されているということですので、繰延資産に計上しなくてはなら

ないというような税法や会計であれば問題はあると思いますけれども、会計上は、この借地

の造成費用が借地権として無形固定資産に計上するということで、これが認められておりま

すので、問題はないのではないかというふうに考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 自分の土地をした場合は資産勘定に入れてもいいということは、私、

先ほど申し上げたんです。 

  そうすると、町長、１億２，８００万円、これは借地権として資産だと、こうおっしゃっ

ているんですけれども、例えば会社を整理したときに、１億２，８００万円は誰から返して

もらうんですか。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 返してもらうということは想定は、誰から返してもらうのかよくわか

りませんけれども、この経理処理として、借地権として無形固定資産に計上しておるという

ことで、特に問題はないのではないかというふうに考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 
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○５番（村山良夫君） くどいようですけど、借地権というのは一つの権利ですから、権利者

と義務者があるわけです。権利者は丹波地域開発株式会社、義務者は多分土地を貸しておら

れる地主さんだと思うんですが、その地主さんにはそういう負担をさせないというような話

を、前町長はおっしゃっていました。そういうことは、借地権契約もないし、借地権を構成

する要素の権利者も義務者もないということになっているということだけ指摘しておきます。 

  一度専門の方に聞いていただいたら、ありがたい。幸い、今日は監査委員の方も来ていた

だいてますので、監査委員として、今、私が町長に質問したことについてご見解をお聞きし

たいと、このように思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 山本監査委員。 

○代表監査委員（山本 透君） 代表監査委員の山本と申します、よろしくお願いします。 

  私が監査委員に就任してから、丹波地域開発株式会社を対象とした、町としての監査は実

施しておりません。したがいまして、監査委員としての意見は持ち合わせておりませんので、

ご理解願います。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 監査委員になられてすぐなので、そういう答弁をなさるのも理解でき

ます。 

  しかし、この丹波地域開発株式会社に対しては、資本金として３億３００万円、財政支援

ですか、経営支援を含めて６億７００万円の町民の大事な金を投資しているわけですから、

できれば、総会の資料は株主の代表として町長が出られて持って帰られると思いますから、

その内容をよく吟味していただいて、専門家の立場でやはり町長に監査委員として具申して

いただきたいということをお願いをしておきたいと、このように思います。 

  続きまして、３点目ですけれども、毎期大体９００万円ぐらいの利益が上がっています。

にもかかわらず、繰り延べですか、欠損というのはまだ３億円弱あります。ここへ、先ほど

から出てますディスカウント薬局の出店がされるということを考えますと、第三セクターと

しての存続を根本的に考える必要があると思うんですが、町長の見解をお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 先ほどから答弁をさせていただいておりますが、金融機関からの借り

入れに対する返済はピークを過ぎたということで、そういう資金繰りも安定してきています

ので、基本的には毎年度の利益から解消していくということになるかと思います。 

  これから何年を要するかということについては、会社の経理におきまして、会計事務所の
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経営指導等も受けながら今後検討されるべきというふうに考えておるところでありますし、

先ほどからの第三セクターとしての使命というのは、そういう代替施設の状況でありますと

か、町民の買い物の状況等を見据えながら、代替施設が充実して役割がないのであれば、そ

れは整理をするというようなことになるかと思いますけれども、そういう状況にならない限

りは、何らかの施設として必要な施設となるんではないかというふうに考えます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 必要です。確かに必要です。 

  ところが、そのために町民の金を幾ら使うかというのは、これはバランスの問題だと思う

んです。やはりそういう意味から、もうそろそろ丹波地域開発株式会社は、縮小するとか、

また、その他の方法を考えることが必要でないかということを申し上げたんです。 

  それから、私、ちょっと質問の順序を飛ばしてしまいました。今、２点目のつもりでした

けど、２点目にもう一つお聞きしたいことがあったんです。 

  今期の利益が約９００万円ほど上がっています。この利益は、本来の営業活動によって利

益が上がったというようにご理解されているのかどうかだけお聞きしておきます。  

○議長（篠塚信太郎君） 村山議員、この答弁は監査委員ではなかったですか、通告では。町

長ですか。 

○５番（村山良夫君） 両方に。 

○議長（篠塚信太郎君） 両方に。 

  太田町長。 

○町長（太田 昇君） 決算の結果として出てくるわけでありますから、本来の経常利益から

営業外収益等も差し引きをした中で９００万円という利益が上がっておりますので、トータ

ルで上がっておるというところであります。本来の売上高と売上原価から一般管理費を引い

た中で約９００万円の利益が発生しておりますので、それは本業という概念がどういうもの

かよくわかりませんけれども、そういう状況に決算ではなっております。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 同じことを監査委員さんにもお聞きします。 

○議長（篠塚信太郎君） 山本監査委員。 

○代表監査委員（山本 透君） 繰り返しになりますが、丹波地域開発株式会社は、民間会社

としての監査は実施しておりませんので、監査委員としての意見は持ち合わせておりません

のでご了承願います。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 
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○５番（村山良夫君） 今回はそれで結構ですけど、先ほど申し上げたとおり、やはり町の、

大事な町民の金を多額に投資している会社ですので、その動向については監査委員の目で見

ていただいて、町長に意見の具申をしていただくことを、切にお願いしておきます。 

  これを見ますと、いわゆる本来の営業活動じゃなしに、撤退をされた方が、いわゆる補償

金を１，０００万円ほど返してもろてはると思うんです。その中から未収金も減っているん

です、四、五百万円。その中に起きたわけですから、９００万円の利益のうち半分は、いわ

ゆる一時的な利益であったというように理解しておく必要があるというように思います。 

  それから、次に、総会の決議事項についてお聞きしたいんですが、議案４号で旧役員への

慰労金というのが上げられています。それについて２点お聞きしたいと思います。 

  具体的にこの内容はどういうものであったか、お聞きします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 役員の退任慰労金ということで、金額が二十万円弱計上されておりま

すけれども、本来的な役員退任慰労金といいますか、そういった性格のものではなしに、役

員の期間に応じて少額なものが支払われたというふうに理解をしております。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 今、そういうように少額だったので、株主総会に出てて、その決議に

賛成されたということですので、私もそれぐらいの金額でしたらとやかく言うつもりは毛頭

ありませんので、それで結構かと思います。 

  ただ、これからの株主総会に町長は町民の代表として出られるわけですから、一つ、本当

に町民の代表として、総会の決議に町民の立場に立った意思表示をされることを、これも切

にお願いをして、私の一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

○議長（篠塚信太郎君） これで、村山良夫君の一般質問を終わります。 

  ここで、暫時休憩します。午前９時５５分まで。 

休憩 午前 ９時４６分 

再開 午前 ９時５５分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、野口正利君の発言を許可します。 

  ２番、野口正利君。 

○２番（野口正利君） 議席番号２番、野口正利です。通告に従い、一般質問をさせていただ

きます。 

  まず初めに、異常気象に伴う地震、台風２０、２１号により被災されました方々にお見舞
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い申し上げますとともに、早期の復旧をお祈りいたします。また、防災活動に携わっておら

れる方々に敬意を表しますとともに、日頃の感謝を申し上げます。 

  世界各地でこの異常気象が起こる大きな原因をつくっているものは、核実験によるものが

大きいと言える。改めて核実験の犯罪を主張しておきたい。 

  さて、今回一般質問におきまして、命にかかわることを２点用意しておりましたが、歴史

的な分析等を踏まえ、経緯説明等、時間が大変超過することを考えて、１点に絞り、「８月

人権強調月間を終えて」を質問させていただきます。 

  私が人権擁護委員で、人権活動をしておりましたときに、国連において、世界共通の「偉

い人」の基準が、ボランティア精神、人権感覚の高い人が「偉い人」の基準になっていたの

を覚えております。 

  先日、山口県で２歳の子どもを救出された方がおられますが、私など足元にも及ばないこ

とですが、８月人権強調月間を終えまして、虐待の上、死に至らしめた、船戸結愛ちゃんの

残した平仮名ばかりの手紙です。このような事件が発生すれば、心臓が破裂しそうなぐらい

の衝撃が走ります。恐らく関係の方々も、同じ共通した思いだと察しております。この結愛

ちゃんの平仮名ばかりの手紙を、京都産業大学で歌人の永田和宏先生が、８月５日付の京都

新聞で語っておられます。行政がなすべきこと、家庭環境のこと、世間・社会の目、そして、

死を無駄にしないため提言がなされています。一字一句大切なものを感じますので、取り上

げて朗読いたします。和歌なんかをたしなんでおられる方の朗読であれば、もっと意味深い

ものになると思いますが、下手な朗読ですが、始めます。 

  「結愛ちゃんの手紙を社会の記憶に」という題で語っておられます。 

  「最近、最もショッキングで心ふさぐニュースは、東京都目黒区で起きた、船戸結愛ちゃ

んの虐待死事件であった。再婚した母親と新しい父親の間に子ができたときから、この父親

による、実子ではない結愛ちゃんへの虐待が始まったという。暴力を振るい、食事を与えず

放置した末の衰弱死、死亡時の体重は、２歳児並みの１２キロしかなく、顔や体には殴られ

た跡が残っていたという。幼児の虐待や放置、あるいは監禁の末に死に至らしめる事件は後

を絶たない。痛ましくも憤ろしい事件ばかりである。このような事件に、どれ一つとして傾

聴はないが、今回の結愛ちゃんの事件が取り分けて悲しく、胸を締めつけるのは、この５歳

の子が残した平仮名ばかりの手紙の存在であった」 

  ここから、結愛ちゃんの手紙が書かれてあります。 

  「パパとママにいわれなくても しっかりと じぶんから きょうよりかあしたは もっ

とできるようにするから もうおねがい ゆるして ゆるしてください おねがいします  
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  もうほんとうにおなじことはしません ゆるして きのうぜんぜんできなかったこと こ

れまでまいにちやってきたことをなおす これまでどんだけあほみたいにあそんだか あそ

ぶってあほみたいだから やめるから もうぜったいぜったいやらないからね ぜったいや

くそくします」 

  「まだ続くが、これがわずか５歳の子の書いた文章だろうか。覚えたばかりの平仮名で、

何とかして親の許しを得たいと、わずかな語彙の中から必死に親へ通じる言葉を探している

女の子、ママと呼ぶ母親のほかに、誰一人頼れる存在を持たない子の視線に振り向いてくれ

ない母は、どのように映っていたのだろうか。 

  一方的に自分を責めつつ、謝るほかに術を持たなかった幼子の心中は量りようもないが、

やせ細って徐々にはかなく薄くなっていく幼い心の中で、母親は最後まで唯一の望み、すが

るほかない存在であったのだろう。そのうちきっと振り向いてくれる、優しく抱いてくれる

と、どこかで信じながら死んでいったのだと思うと、もはや私たちは、その思いに見合うだ

けのいかなる言葉も持ち合わせない。誰もがこの父親の冷酷な仕打ちに怒りを覚え、誰もが

再婚した連れ合いに見放されることをおそれて、自分の産んだ子を死なせてしまった母親に

非難の言葉を投げつけるだろう。私自身も、みずからが幼い頃に母親を亡くしたこともあっ

て、このような事件には特に強く反論してしまうのは、どうしようもない。怒りも人一倍強

いのかもしれない。 

  しかし、これを単に親として、そして、何より人間として、未熟きわまりないその若い夫

婦の過ちとして片づけてしまったとしたら、幼い結愛ちゃんの死が余りにもかわいそうでは

ないか。このような幼児虐待をなくすために、行政がなすべきことは多くあるはずだ。そし

て、民間の私たちが互いに周辺に気を配ることによって、また、ネットワークをつくること

によって、その防止に努めることの大切さも、また、言うまでもない。そのような実際的な

行動やシステムの整備を通じて、この事件を無駄にしないことはもちろん大切だ。 

  しかし、私は、もう一つこの事件を、そして、結愛ちゃんの書き残したこの短い手紙を、

社会の記憶として残していくことの大切さを思う。それが結愛ちゃんへの生きた意味となる

のではないかと思うのだ。 

  記憶し続けること、社会全体がそれを貴重な遺産として、記憶の中に保持し続けること、

それこそが社会との一切の接点を持たないまま死なざるを得なかった幼い命に、生まれてき

た意味、生きた意味を与えることになるのだと思う。 

  私たちは、東京オリンピックと、オリンピックの後、みずから命を絶った円谷幸吉の心に

迫る遺書を、今も記憶の中に残している。「父上様、母上様、三日とろろ美味しゅうござい
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ました」で始まる、心にしみる遺書である。この記憶が、世界の共通の記憶として残る限り、

円谷の精いっぱい生きて、力尽きた命の意味は、社会に共有される。 

  結愛ちゃんのこの幼い手紙もまた、社会の共有する遺産として残すべきものであるに違い

ない」という内容でした。 

  結愛ちゃんの手紙を二度、三度、繰り返し読み進めていくうち、これは、政治問題である

と強く受けとめ、感じたところです。 

  平成２９年度児童相談所での児童虐待相談対応件数（速報値）によれば、平成２９年度に、

全国２１０カ所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は１３万３，７７８件、１

０年前の平成１９年度には４万６３９件と、比較すれば３倍以上の相談件数となっており、

その主な増加要因として、心理的虐待に係る相談対応件数の増加、平成２８年度には６万３，

１８６件、平成２９年度には７万２，１９７件、９，０１１件の増加です。警察からの通告

の増加、平成２８年度５万４，８１２件、平成２９年度６万６，０５５件で、１万１，２４

３件の増加となっております。 

  相談があって救われた命は、相当数あるようにも感じますとき、これは、今の政治社会が

もたらしたものと深く認識するものです。虐待は絶対許さない、だけではなしに、今の政治

そのものに問題があるのではないかと考え、そのたどりついたところ、根底には、民主主義

がありました。 

  ここに、大変貴重な資料があります。「自分のルーツを１０００年たどる技術」の著者で、

行政書士の丸山 学氏が安倍総理と麻生元総理が親せきだということで、家系図をたどって

わかった歴代総理の異常な親戚関係。 

  断りのようなところがあります。 

  「私はふだん、ご依頼人様から依頼を受けて、その方の直系の祖先について調べるという

仕事にしています。家系というのは、非常に多くの個人情報を含むものですので、誰のもの

でも勝手に調べるというものではありません。私が依頼を受ける際にも、厳格に本人確認を

取らせていただき、その上で、その方のご先祖様についてのみ調査を行うようにしています。

今回は、公人である歴代内閣総理大臣につきまして、周知の事実として公になっている情報

のみから家系図を作成してまいりました」ということで、安倍総理や麻生元総理は、長州藩、

薩摩藩の末裔です。明治政府から今日まで、総理大臣が持ち回りになって、結局そこに民主

主義なんてものは存在しないと指摘されています。いわゆる国民が主権でない社会を、我々

は生きていることになります。 

  だったら、これは憲法違反になりませんか。民主主義ではあり得ない今回の事件だと思い
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ます。民主政治の犠牲になった結愛ちゃんであったと言えると思います。 

  民主政治がなされていないという結果に至ったことは、今後の私の、私自身の課題として、

犯罪の一歩手前に人権問題があって、虐待の一歩手前に結愛ちゃんの手紙がある。この結愛

ちゃんの手紙が、パパのせいではない、ママのせいでもないと訴えている姿に、結愛ちゃん

の手紙から、民主主義の始まりの第一歩となることを結愛ちゃんに誓って、深く記憶の中に

残し、いつまでも心の中で生き続ける結愛ちゃんでありたいと思います。 

  ８月４日に和知ふれあいセンターで人権映画会がありました。「彼らが本気で編むとき

は」のタイトルで、トランスジェンダーの作品でありましたが、多くの人権問題が含まれて

いました。家庭内の問題、学校内の問題、いじめの問題、高齢者の問題、性の問題、女性・

母親の問題、同和問題等、特に同和問題について、私も同和地域に住んでまして、特にその

辺のところは敏感になっておりました。特に同和問題について、気づかれた方はないと思う

んですけれども、１シーンあったように思います。 

  それは、小学校５年生の２人が階段を上っていくとき、左手にお墓が並んでいました。そ

のシーンです。人生の階段を上っていき、行きついたところに誰もが必ず死を迎えます。生

の平等、死の平等があるところに、同和問題を感じたところです。相手の気持ちを考え、違

いを認め合う心が、未来につながる人権の世紀、問題の解決のヒントがこの作品のそれぞれ

のシーンの中に含まれていました。 

  楽しみながら人権問題を学ぶことができました。今後、より多くの方の参加で人権感覚を

高めていただくことを期待するものです。 

  そこで、本町における人権侵害など、課題について伺いたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 本町におきましては、先ほど議員ご指摘のとおり、８月に、人権強調

月間でありましたので、人権映画祭を開催させていただいたところであります。８月の人権

強調月間及び１２月の人権週間におきまして、町民の人権意識を高め、差別のない一人ひと

りの尊厳を大切にする地域社会を目指しまして、毎年、人権講演会なり、人権映画祭を開催

し、多くの町民の方々にご参加をいただいておるところでございます。 

  一方で、相談窓口としましては、京都府や法務局、弁護士協会、その他団体の相談窓口等、

安心して相談のできる場というのが一定整備をされてきているところでございますけれども、

近年は、全国的に社会的弱者に対する差別など新たな人権課題も発生しておりますので、よ

り一層の相談体制の整備・充実、さらには、さまざまな人権課題に幅広く対応できる専門的

な知識を持った人材の育成などが課題となってきておるところでございます。 
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  今年は、基本的人権尊重の原則を定めました、世界人権宣言が採択をされまして７０周年

という節目の年でもございますので、今後とも、人権擁護委員様や人権啓発推進協議会など

関係機関のご協力を得ながら、一層の人権啓発に取り組んでまいりたいと考えておるところ

でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 野口君。 

○２番（野口正利君） 結愛ちゃんの手紙が全国に広く行きわたり、虐待が減少していくこと

を願って、質問を終わります。 

○議長（篠塚信太郎君） これで、野口正利君の一般質問を終わります。 

  次に、西山芳明君の発言を許可します。 

  ７番、西山芳明君。 

○７番（西山芳明君） ７番議員、西山芳明でございます。議長の許可をいただきましたので、

ただいまから、平成３０年第３回定例議会一般質問を、通告書に従い行いたいと思います。 

  その前に、７月５日から７日にかけましての豪雨、また、８月２３日の台風２０号、さら

には、９月４日の台風２１号で被災されました皆様に心よりお見舞いを申し上げますととも

に、一日も早い復興を願うものでございます。 

  それでは、１点目の質問に移らせていただきたいと思います。 

  広域行政の進行と本町が取り組むべき課題について、町長に伺いたいと思います。 

  地方行財政制度を検討する、内閣総理大臣の諮問機関である第３２次地方制度調査会第１

回総会が本年７月５日に開催されまして、安倍首相は、深刻さを増す人口減少と高齢化に対

応するための自治体改革を諮問しております。 

  人口減少問題は、我が国にとりましても大変重大な危機問題として捉え、国としてもさま

ざまな方面から対策が検討されております中で、総務省の有識者研究会が先にまとめた内容

によりますと、まず１点目には、自治体行政の広域化に関しまして、地方の９割以上の市町

村で人口減少が見込まれる中で、住民の暮らしと都市機能を保てなくなるとして、複数の市

町村が連携する圏域を新たな行政主体として法制化し、まちづくりや医療、教育の確保とい

った行政課題に広域的に取り組める体制を整えるよう、提言をされております。 

  ２つ目には、地方議会の新制度として、議員の兼業、兼職制限を緩和する多数参画型か、

あるいは、専業的な少数議員で構成する集中専門型の２種を提示されており、今後、地方制

度調査会において、これらの提言をもとに検討が進められると考えておるところでございま

す。 

  これらの提言内容の中で、２点目につきましては、地方議会の問題でもございますし、私
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たち議員にとりましても、直接関係する課題として、今後情報収集に努めるとともに、今後

の議会のあるべき姿についてしっかりと検討していくべき課題と認識をしております。 

  そこで、本日ご質問したいのは、１点目の提言であります広域行政サービスに関しまして、

町長の見解を伺いたいと思います。 

  現在、本町及び隣接町との連携した広域行政サービスの範疇として捉えられるのは、消防

組合やごみ処理及びし尿処理、火葬場の運営、病院等が機能しておりますが、それぞれ関係

市町の応分の負担をもって運営がされております。 

  本町の人口は、昭和２０年の２万６，９８６人をピークにいたしまして、現在町のホーム

ページに示されております人口というのは１万４，３１２人と、当時の約半分近くにまで減

少してきております中で、平成２７年度に策定をされました人口ビジョンの資料によります

と、２０４０年に想定される趨勢人口は８，７００人程度と見込まれており、今後、諸施策

を講じて、戦略人口として１万人程度を確保するとしております。 

  これは、あくまで私の個人的な見解でありますが、３年前のビジョン策定当時の状況に比

べ、最近の人口減少傾向から見ましても、趨勢人口は、最悪の場合６，０００人台、多くて

も７，７００人程度まで減少する可能性もあるのではないかという懸念すら、抱かざるを得

ない状況になりつつあるのではないかと危惧をしておるところでございます。 

  こうした流れの中で、本町の将来のまちづくりを考えたとき、国の地方制度調査会に諮問

されている広域行政の推進は、避けては通れない道でもあります。 

  つきましては、将来の広域行政の流れに対してどう対処すべきかについて、今からしっか

りとしたポリシーを立てて対応していくべきとの視点から、３点質問したいと思います。 

  まず１点目に、現在、本町が近隣の市町と広域連携で実施しております行政サービスにつ

きまして、メリット、デメリットにつきまして、町長としてどういうふうに捉えておられる

のかを伺いたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 情報化等の高い専門性を要する事務でありましたり、広域的な連携を

図ることでコストの抑制効果が見込まれる事務につきましては、技術面や人員等の調整が可

能なものについて、組織化するなどによりまして広域的な連携を行っておるところでござい

ます。こうした取り組みにつきましては、専門性の強化やコストの削減が期待できるという

ふうに考えておりますし、サービス内容は、その参加します市町村によって平準化されると

いうふうに考えております。 

  一般的にメリットとして考えられるものにつきましては、効果的、能率的な事務処理がで
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きましたり、単独で実施困難な事業が実施できるなり、当然大きくなりますのでスケールメ

リットが発揮されるというようなこともありますし、高度な行政サービスの提供ができると

いうメリットがあるんではないかというふうに考えられますが、一方、デメリットとしては、

行政責任の所在が少し不明確になる点でありましたり、設立されます組合ごとに管理部門で

ありましたり、議会が必要になってくるというような、非効率になる部分というのも一方で

は出てくるというふうに思いますし、町の独自性といったものの確保でありましたり、また、

市町村によっては、統廃合が入ってきますと利便性が低下するというようなことも、デメリ

ットとしてはあるのかなというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 西山君。 

○７番（西山芳明君） 今、町長のほうからの答弁で、広域連携によります行政サービスとい

うのは、形式的には複数行政体で分担できるというようなメリットがある一方で、やはり中

心部に機能の集中が進めば進むほど、中心部から遠い周辺部への、行政サービスの一層の低

下に直結していくのではないかというふうに思っております。 

  現在の広域行政サービスが直面する一例を挙げますと、日々私たちの安心安全な暮らしを

見守っていただいております広域消防組合の運営でございますが、本町内には出張所が１カ

所ありますが、その出張所から最遠部までの救急車の到達時間が２０分以上かかる広範囲の

エリアを、一出張所でカバーしてもらっているのが現状でございます。 

  心肺停止状態から５分以内に適切な処理をすれば、５０％は社会復帰できると一般的に言

われております中で、通報から少なくとも５分以内に救急隊が現場に到着できることが理想

といえども、現実的にそのような短時間で到着できるエリアは、ごく限られております。 

  ちなみに、直近のデータでは、京都市では、通報から現場までの平均到着時間は６分１９

秒、全国平均でも８分３０秒となっております中で、当地域の実情は大きくかけ離れている

のが現状でございます。 

  このことを一つ取り上げてみましても、行政サービスが広域になればなるほど、中心部か

らかけ離れた周辺部には目が行き届かなくなり、一層人口減少に拍車をかけることにもなる

ので、今後におきましても、しっかりと周辺部にも目を行き届かせ、行政サービス低下に陥

らないよう努めていくのが、行政責任の１つであろうというふうに考えております。 

  近い将来、必ず広域行政の推進に関する動きが出てくることが必至の状況の中で、当町と

して、今から広域行政に関する調査研究に取り組むとともに、本町に合う、あるべき行政サ

ービスの姿を見据えたビジョンを構築していく必要があると考えておりますが、町長の見解

を伺いたいと思います。 
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○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 確かに救急につきましては、長い時間がかかるということであります

し、また、その後の医療センターのほうで、その救急体制についてもいろんな課題があると

いうふうに認識をしておるところでございます。 

  医療につきましては、平成２９年３月に京都府で策定されました、京都府の地域包括ケア

構想なり、地域医療ビジョンにのっとりまして、南丹医療圏内における地域包括ケアシステ

ムの推進に努めておるところでございまして、限られた医療や介護の資源を有効に活用しな

がら、住みなれた地域で安心して暮らし続けられることができるように、効率的かつ質の高

い医療提供体制の構築など、総合的な確保を図ってまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

  教育につきましては、少子化でありましたり、人口減少に対応するために、学校教育の分

野におきましても、首長部局等との協働によります新たな学校モデルの構築事業というのを

通じまして、町の行政と教育委員会、学校及び地域住民が連携をしまして、学校を核とした

地域活性化の取り組みを推進しておるところでございまして、今後におきましても、総務省

の提言を受けまして、広域行政の取り組みについて調査研究を進めてまいりたいというふう

に考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 西山君。 

○７番（西山芳明君） 今、広域行政については、積極的に取り組んでいくという方向性を示

していただきましたけれども、そのために、例えば町長の諮問機関として、有識者や関係者

で構成する広域行政検討会議的な諮問機関なり、調査機関を、早急に立ち上げていく必要が

あると考えますが、町長の見解を伺いたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 広域行政に関します諮問機関、あるいは調査機関につきましては、現

時点におきましては、本町のまちづくりの指針となります総合計画や創生戦略を策定いただ

いた、京丹波町の総合計画審議会など、既存の機関へ諮る方法も含めまして、検討を行って

まいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 西山君。 

○７番（西山芳明君） 先ほど申し上げました、国が求める２０４０年頃の自治体の姿は、運

命的に与えられるものではなく、住民がみずからの意思で戦略的につくっていくものという

考えが示されております。上意下達的な受け身の姿勢ではなく、行政推進に対するＩＣＴの

活用や広域行政等に関して早くから調査研究に着手し、本町がオピニオンリーダー的な役割
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を果たせるよう、ぜひ積極的な取り組みが必要なことを申し上げ、次の質問に移りたいと思

います。 

  次に、ホストタウン事業の進捗状況と今後の取り組みについて、町長と教育長に伺いたい

と思います。 

  太田町長は、平成３０年第１回定例会におきまして、施政方針の中で生涯スポーツの推進

について言及されており、その具体的な施策の１つとして、ホストタウン構想の推進を挙げ

ておられます。 

  このたびのアジア大会において、ホッケーの男子及び女子の日本代表チームがそろって初

の金メダルを獲得して、今後、フィールドホッケーに対する注目が期待できる中で、京丹波

町をホッケー合宿の聖地化を目指し、京都トレーニングセンターやグリーンランドみずほを

活動拠点として、ホッケー代表チームやニュージーランド代表チームの誘致を進めると述べ

られておりますが、その取り組み課題や進捗状況に関して伺いたいと思います。 

  滋賀県の米原市におきましては、２０２０年の東京オリンピックのニュージーランドのホ

ストタウンに登録し、本年７月７日には、県立伊吹運動場にニュージーランドの男子チーム

を招かれて、地元の児童向けにホッケー教室を開かれたり、オリンピックの直前合宿地とし

て立候補するなど、積極的な誘致活動に取り組んでおられます。 

  一方、本町におきましても、先般の全日本中学校ホッケー選手権大会に参加した瑞穂中学

校女子ホッケーチームが、堂々３位入賞という輝かしい活躍を見せ、このことは、ホッケー

指導者をはじめ、関係者の皆さんがホッケー普及のため、小学校の頃から地道に、しかも熱

心に指導に取り組んでこられた成果が、着実に実を結びつつあることが証明されたといえま

す。 

  また、先般、８月２８日には、京都府内初として、ニュージーランドで１０年以上のホッ

ケー経験者を、スポーツ国際交流員として採用されたとの報道もございまして、こうした状

況を踏まえ、まず町長にお伺いしたいと思います。 

  本年度当初予算において、グリーンランドみずほホッケー場にナイター設備を設置するた

めの調査費が予算化されておりますが、日本を代表するホッケーチームや国際級のチームを

誘致するためには、現在の受け入れ施設や受け入れ体制は条件的に十分整っているというふ

うにお考えなのか、もし未整備であるとするなら、不足するハード・ソフトの両面で、何が

必要かとお考えかお伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 議員が今おっしゃっていただきましたとおり、須知高校のインターハ
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イ出場でありましたり、それから、蒲生野中学校、瑞穂中学校の男女ともの全国大会への出

場がありましたし、また、瑞穂中学校の女子ホッケーチームが３位という成績に輝いたとこ

ろでございます。 

  ご質問の課題でありますけれども、施設面におきましては、東京オリンピック出場国の事

前キャンプ誘致や全国レベルでの大会誘致を進めるために、夜間利用が可能となります夜間

照明施設の設置は、重要な課題であるというふうに考えておるところでございます。 

  ソフト面におきましては、事前キャンプ受け入れの体制整備でありましたり、ホストタウ

ン構想につきまして、多くの町民の皆さんにご理解とご協力を求める継続的な取り組みを、

今後も一層進めていく必要があるというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 西山君。 

○７番（西山芳明君） ハード・ソフト両面からの回答でございましたが、そのために今後具

体的にどういったことに取り組むのか、計画があればお伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 夜間照明施設の整備に関しましては、今年度で設計業務を行いまして、

来年度に工事着工ができるように進めてまいりたいというふうに考えておるところでありま

す。 

  ソフト面におきましては、定例的なホッケー教室でありましたり、初心者の方でも参加い

ただけるイベントを開催して、競技人口全体を増やす取り組みとともに、ホストタウン構想

にかかわりますさまざまな取り組みにつきまして、ＣＡＴＶなども含めて、広く町民の皆さ

んに周知を行ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 西山君。 

○７番（西山芳明君） 次に、松本教育長に伺いたいと思います。 

  本町の取り組み経過といたしまして、現在、ホストタウン登録について、どの程度の進捗

状況にあるのか、また、東京オリンピックまで後２年を切っている中で、直前合宿の誘致に

向け、具体的にどのような取り組みを進めておられるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） お答えします。ホストタウン構想の進捗状況でありますが、これま

でに日本女子代表チーム「さくらジャパン」の合宿誘致をはじめ、元日本代表選手によるホ

ッケー交流事業、あるいは、大学選手権大会を誘致するなど、ホッケー合宿の聖地化に向け、

取り組みを進めているところであります。 

  オリンピックの事前合宿誘致活動につきましては、ニュージーランドへの継続した交渉を
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進めているところであります。ただ、現在オリンピック予選がまだ開催を実施されていない

という段階であるため、具体的な詰めた交渉を行うまでには至っておりません。 

  以上であります。 

○議長（篠塚信太郎君） 西山君。 

○７番（西山芳明君） ホストタウン事業の目的は、東京オリンピックが終着点ではなく、通

過点の１つであり、やはり目指すべきは、ホッケーの聖地として本町の特色あるまちづくり、

町の振興につなげていくことが重要な視点であると考えております。教育長が目指しておら

れるホストタウン登録の真の目的は何かを、お伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） ホストタウン構想は、ホッケー合宿の聖地化を目指すものでありま

す。将来にわたり、ホッケー合宿、大会の誘致を進めていくことで、交流人口の拡大を図り、

地域の活性化に寄与していくことを目的としております。 

  そのためには、冒頭、議員がお話しいただきましたように、まず本町の中で、ホッケーの

競技が広く今以上に根づいて、京丹波町はやっぱりホッケーの町だと言われるように進める、

これが基盤であるかというふうに思います。 

  そうしたことで、この３年間、スポーツ少年団から中学校、須知高校を結ぶホッケー競技

力の向上、そしてまた、トレーニングセンター、グリーンランドみずほを生かしたホッケー

のまちづくりということで、基盤としてこれらを引き続き進めていきたいと、そのように思

っております。 

  以上であります。 

○議長（篠塚信太郎君） 西山君。 

○７番（西山芳明君） 今、交流人口の増加を目指すというのも一つの目的としてお話しいた

だきましたが、少子化が進む中で、今後、ホストタウン事業を通じてホッケーの聖地として

定着をさせていくためには、担い手や指導者の育成も重要な鍵であり、このたびのスポーツ

国際交流員の採用もその一環と考えますが、そのほか具体的な取り組み計画や構想があれば、

お伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 京丹波町ホッケー協会を中心に、先ほども申し上げましたように、

スポーツ少年団から中学校、須知高校、そして、一般のクラブチームへの連携を図り、それ

ぞれの段階において、優秀な人材によりスムーズな運営をいただいているところであります。 

  その結果、議員がご指摘いただきましたように、今回、町内、蒲生野中学校、瑞穂中学校、
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男女４チームがそろって全国大会に出場できました。これは、京丹波町合併以来、初めての

ことであります。 

  そうした取り組みを経て、さらに持続可能な仕組みを構築するため、町外からホッケー経

験者の受け入れ体制を構築していきたいと考えているところであります。 

  具体的には、本年８月から国のＪＥＴプログラム制度を活用したスポーツ国際交流員とし

て、ニュージーランドからホッケー指導者を任用するとともに、ホッケー指導、普及につい

ての仕組みを構築してまいります。また、地域おこし協力隊事業で、スポーツ観光として、

ホッケーによる地域活性化の取り組みもあわせて推進をしていきたいと考えております。 

  以上であります。 

○議長（篠塚信太郎君） 西山君。 

○７番（西山芳明君） 先般申し上げましたとおり、このたびのアジア大会におきまして、男

女ともアベック優勝というようなことで、東京オリンピックへの出場権が確定したとも聞い

ております中で、さらにホッケーに対する注目度のアップが期待できます中で、フィールド

ホッケーの聖地を目指す本町にとりましても追い風と捉え、引き続きホストタウン事業への

積極的な取り組みが必要であることを申し上げ、次の質問に移りたいと思います。 

  都市公園法改正に伴う町内都市公園の改善について、町長にお伺いしたいと思います。 

  本町が管理をしております、都市公園法に基づく都市公園として、平成１２年度完成の須

知川水辺公園と平成２４年度完成の須知公園の、２施設がございます。これらの公園は、京

丹波町都市公園条例に基づいて、現在管理をされております。 

  現在の公園の現状につきましては、須知川水辺公園は遊具が設置されており、子どもたち

の遊び場として機能しているほか、町と地元グラウンドゴルフ協会との合意に基づき、ふれ

あい広場から移転したグラウンドゴルフにも活用されております。 

  一方の須知公園は、現在主にパークゴルフの大会会場として利用されております中で、平

成２９年３月に、京丹波町が保有しております公共施設等を、総合的かつ計画的に管理して

いくために、公共施設等総合管理計画が策定されまして、その中で、２つの都市公園に関し

ての現状、課題及び今後の管理の基本方針が示されております。 

  それによりますと、須知公園は広大な面積を有し、教育施設や須知区内の民家に隣接して

いることから、夜間の安全問題や維持管理費の高騰を課題として挙げられております。また、

須知川水辺公園は、水路の排水に問題があり、常時水たまりが発生していることが挙げられ

ております。特に当公園につきましては、議会におきましても、以前より地元や利用者の皆

さんから環境改善要望があるとして、地元議員さんからも再三一般質問で取り上げられてい
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る経緯もございます。 

  公共施設等総合管理計画によりますと、改善基本方針として、施設の安全性確保や長寿命

化を図るため、予防保全の観点から、施設の計画的な改善・維持・補修を行うと記されてお

ります。 

  一方、国におきましては、昨年６月１５日に改正都市公園法が施行されました。その狙い

は、人口減少や少子高齢化社会におけるオープンスペースの再編と利活用のあり方について、

都市公園の機能再編に一石を投じるものであり、こうした上位法の改正を受けて、都市公園

の課題解決や現状の利用状況に沿った改善を進めることが必要と考えております。 

  そこで、須知川水辺公園について、当時の行政施策や社会的ニーズに基づいて設置された

公園が、完成から１８年以上経過している中で、今日の社会環境や利用者ニーズにそぐわな

くなってきているのではないかというふうに考えております。 

  親水を目的とした公園と町道間に設置されている水路は、本流からの流入水はほとんどな

く、泥が堆積し、藻の発生や岸辺には雑草が繁茂し、決して良好な公園環境を維持されてい

るとは言えな状況にあります。 

  また、グラウンドゴルフ協会丹波支部会員の皆さんがグラウンドゴルフをする際には、子

どもたちの遊びに配慮しながら、狭隘なスペースでプレイをされているのが現状であります。 

  しかし、地元、また、グラウンドゴルフ会員の皆さん等による公園の手入れ、あるいは、

常に大人がいることで、子どもたちも安心して遊べるなど、これまで利用されていなかった

公園の利用者が大きく増加しているのではないかというふうに見ております。 

  また、今日、大規模災害がいつ発生するかもしれない不安定さがあります中で、有事の際

の災害対応基地としての機能付加や上位法が改正の狙いとする、少子高齢化社会の利活用に

対応する機能充実など、新たな都市公園のあり方が示されており、今日のニーズに合った形

状変更や利用方法についての改善に取り組むべきと考えますが、町長の見解を伺いたいと思

います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 須知川水辺公園でありますけれども、須知川と旧須知川、現在は親水

水路となっております部分に挟まれました部分を、公園区域として指定をさせていただいて

おるところでございます。 

  親水水路につきましては、京都府が水辺環境整備工事として整備されていたものでありま

すが、現在は公園とあわせて、町で日常的な管理をさせていただいているというところであ

ります。 
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  今後の大規模な改修計画は現在はありませんけれども、適正な維持管理に努めてまいりた

いというふうに考えておるところでありまして、親水水路につきましては、ご指摘のとおり、

豪雨のたびに遊歩道に泥が堆積するなど、機能を有効に活用できていない状況でありますの

で、町としましても日常管理に大変苦慮しておるところでありますけれども、親水水路につ

きましては、京都府の施設でもありますので、改修には京都府との協議が必要になってくる

かなというふうに考えておるところであります。 

  今後につきましては、その利用者のニーズというのを考えまして、公園施設の改修であり

ましたり、活用方法、また、親水水路の改善や活用方法につきましても、協議なり、検討を

行ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 西山君。 

○７番（西山芳明君） 都市公園法の改正の中で、都市公園の再生、活性化対策の１つとして、

公園の活性化に関する協議会の設置が盛り込まれております。今もございましたとおり、利

用者ニーズに沿った活用方法、あるいは改善について、前向きに取り組むという見解を示し

ていただきましたけれども、本町におきましても、都市公園の今後の利用促進や機能再編等

に関しまして、関係者による京丹波町都市公園協議会を発足させ、時代ニーズにあった都市

公園のあり方や有効な活用について協議する場を設けるべきと考えますが、町長の見解を伺

いたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 現在、協議会設置という予定はありませんけれども、引き続きまして

利用者の利便性向上に向けて公園施設の課題解決に向けまして、利用者でありましたり、関

係団体のご意見を十分にお伺いしながら、適正な維持管理に努めてまいりたいというふうに

考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 西山君。 

○７番（西山芳明君） 少子高齢化時代に突入し、また、これまで経験したことのないような

災害が多発をする中で、都市公園を核として、多世代間の交流や非常時の際の防災基地とし

ての機能充実は、まさにこれからの都市公園に求められている課題でもありますし、時代の

ニーズに沿った、公園の活用改善に向けた取り組みが求められていることを申し上げておき

たいと思います。 

  今回の一般質問におきましても、人口減少にかかわる諸課題を中心に質問をさせていただ

きました。 

  今、東京では、２０２０年オリンピックの開催に向けて急ピッチで工事が進められており、
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首都圏だけが極めて好景気に沸いているとお聞きしておりますが、オリンピックの終えんと

ともに、人口も経済もより一層東京一極集中化が進むものと思われます。と同時に、ますま

す地方の衰退が懸念される中で、今、私たちに求められている最も重要な課題は、限られた

財源をどう振り分け、いかにこの町に特色を持たせ、人口の自然増加対策、社会増加対策に

ついて戦略をもって取り組んでいくかであり、行政・議会・町民が一体となったまちづくり

についての議論を深める中で将来ビジョンを描き、その実現のために、人任せではなく、今、

町を支えておる一人ひとりが主人公だという認識で行動するときだということを申し上げて、

これをもちまして私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） これで、西山芳明君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩します。午前１１時００分までとします。 

休憩 午前１０時４６分 

再開 午前１１時００分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、鈴木利明君の発言を許可します。 

  １５番、鈴木利明君。 

○１５番（鈴木利明君） １５番議席の鈴木利明でございます。 

  先の水害や台風２０号、２１号によって被害を受けられた皆さんに、心からお見舞いを申

し上げます。また、同時に、復旧にご尽力いただきました地元の皆さん、消防団の皆さん、

町職員の皆さん方、さらには多くのボランティアの皆さんに、心から御礼を申し上げます。

同時に、その崇高な志に深く敬意を表する次第でございます。 

  それでは、私の一般質問を２項目、通告に従って進めてまいりたいと思います。 

  その第１は、企業誘致についてでございます。 

  私は、たびたび申しておりますように、町会議員に立候補しましたときに、企業誘致を最

大の政策課題として取り組むことを皆さんにお約束しました。今回で、企業誘致について７

回目の質問になります。 

  ついては、ここで、これまでの経緯を若干整理しながら質問に入りたいと、こんなふうに

思っております。 

  第１回の質問を行いましたのは、当選直後の平成２５年１２月議会でございました。私は、

そのときに、企業誘致の窓口づくり、体制づくりの必要性を強く訴えました。これに対して、

翌平成２６年４月１日をもって、機構改革を断行いただきました。企業誘致の窓口となる商

工観光課を、新しく発足していただきました。 
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  第３回目の質問は、平成２７年６月議会でありました。既に町内で操業されている企業や

事業所の活性化と連携の必要性を提案いたしました。この中から、新しい企業の芽生えも出

てくると、この思いで提案を申し上げました。企業との意見交換や交流の場の必要性であり

ますが、地元の企業の皆さんから要望を聞いていくと、そして、行政からの要請もあわせて

行っていくと、本町へ進出いただいた理由や雇用の状態などを把握しながら、企業間の交流

を進めていく、ここで企業のすそ野が広がっていく、そう考えたところでございます。 

  これに対しまして、町内企業、行政、商工会、金融機関などを構成団体とする京丹波町産

業ネットワークを、平成２７年１１月に立ち上げていただいたところであります。現在、２

４社の加盟をいただき、活動いただいておりますことを承知しております。 

  第５回目となります質問は、平成２９年６月議会で行いましたが、そこでは、町内で新し

く仕事を始められる皆さんへの支援策を質問いたしました。すなわち、起業、業を起こすこ

と、生業と起こすことの仕組みづくりや町独自の助成制度の創設を、訴えたところでござい

ます。 

  私も、ある操業に立ち会いましたけれども、操業するには、設備、販売、資金計画など多

岐にわたる準備が必要であります。これには、大変な労力がいります。ついては、これに対

して、平成３０年度当初予算で、起業・新規事業創設補助金制度を創設いただきまして、予

算計上をいただいているところであります。 

  このように、すそ野を拡大していくということは、企業誘致とあわせて、大変な事業だと

いうふうに考えておるところであります。 

  いずれにいたしましても、都度都度このような対応をいただいてまいりました経緯を、ご

報告申し上げたところでございます。 

  ここで、改めて企業誘致の今後の方向性や取り組みについて質問をいたしたいと思います。 

  たびたび申しておりますように、企業誘致は、若者世代の就業機会を確保し、同時に、定

住人口の増加や地域社会の活性化を図る有効な政策手段であります。今後、どのような企業

誘致策を進められるのか、その方向性と戦略について、改めてご所見をお伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 若い世代の定住でありましたり、雇用確保には企業誘致が必要であり

ますし、有効な手段であるというふうに認識をしておるところでございます。 

  議員ご指摘のとおり、この企業誘致に関しては、前職のネットワークも生かして、議員に

もいろいろとご尽力を賜っておるところでありますけれども、その中にありまして、京丹波

町の強みであります豊かな農産物でありましたり、それらを育んでおります気候や風土、立
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地環境、あるいは、最近ではこの「京丹波」という地名が持つブランドイメージなど、こう

した本町の強みを生かすことができる食品でありましたり、農業関連の産業、あるいは、木

材関連の産業の誘致を目指しておるところでございます。 

  言うまでもなく、本町の基幹産業は農林業でございまして、本町には須知高校や林業大学

校もあり、食品科学や林業分野で活躍する人材育成の環境も整っておるところでありますの

で、本町で育った人材が地域に定着をして活躍をしていく、そうした循環が生み出せる企業

の誘致を図っていくということが重要であるというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 

○１５番（鈴木利明君） 町長のご指摘、同感に存じます。同時に、本町には、公的な企業団

地がございません。これは、大きなデメリットでございまして、私も今まで何回も情報をい

ただきながら、悔しい思いをいたしました。 

  企業さんは有利な場所を求めて、二股をかけて情報を集めておられることも多々あります。

ついては、早い段階の情報を把握することが大変重要だというふうに思っております。 

  ご案内のとおり、三和町にございます三和工業団地が好評であります。みずほインターか

ら１５分で至ります。整備された、まとまった土地がございます。京都府南部に比べまして

地価も安い、このようなことから、好調に販売が進んでおるというふうに聞いております。 

  よくよく考えてみますと、経営者の指示で工場移転を進めようという命令のもとに動かれ

る工場長は、整備された広い土地に、安心して確実に工場が移転できるところを選ぶと、こ

れは当然のことやと思います。私も、担当者であれば、そのような選択をするであろうとい

うふうに思います。 

  しかし、それでは、これから私たちはどう対応したらいいのか、これが問題でありまして、

私は、これを上回る努力と信念をもって事に当たるべしというふうに強く考えております。 

  本町に進出いただいた企業の転入理由はさまざまであります。私も、ある社長にお目にか

かりました。自然豊かな本町が好きになったんやということでございます。京都の企業さん

で、狩猟、鉄砲撃ちが趣味で、京丹波町に来たときに、こんなところに私の工場を持ちたい

なという思いで現在操業をいただいております。また、経営者が本町出身で、ぜひ郷里に工

場を持ちたいというふうなことで進出いただいている企業もあります。また、町の熱心な誘

致活動などで進出いただいた企業もあります。 

  このように、進出いただいた理由はさまざまであります。私は、まずは、経営者本人に京

丹波町に来てもらう。そして、町長に会ってもらう。そして、町内を見て回ってもらって、

この辺に工場建設をしたいなというふうなことを、一緒に、ともに考えていく。大事なこと
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は、先ほど申しましたように、京丹波町を好きになってもらうことであります。 

  このようにして経営者の囲い込みを早い段階で行うこと、これが成功の要諦だというふう

に思っております。同時に、工場の完成に至るまで丁寧に、町を挙げての支援を行っていく、

このことが重要であろうというふうに思っております。 

  町長のご所見があれば、お伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 議員ご指摘のとおり、本町に活用可能な工業団地、企業団地がないと

いう課題は、十分認識をしておるところでありまして、それを上回る努力が必要だというよ

うなことで、町有地でありましたり、民間の遊休土地なり、施設を活用しながら、企業誘致

を進めておるというのが実態でございます。何といいましても情報が命だと思いますし、情

報をしっかりと収集するということとともに、今議員がご指摘いただいた、私自身がその経

営者に会うということもですし、私自身がトップセールスを行うということも含めて、努力

をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 

○１５番（鈴木利明君） いずれにいたしましても、今、町長のご指摘のとおり、早い段階の

情報を入手して、企業誘致への強い信念、情熱を持ち続けることが成功への要諦であろうと

いうふうに思っております。 

  ついては、現在進められている誘致案件があれば、許される範囲でその概要をお聞きした

いと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 現在でありますが、京都市内の洋菓子メーカーの企業誘致交渉を今進

めておるところでございます。また、町内の中小企業の工場の増設計画などもありまして、

実現に向けまして土地の確保でありましたり、有利な補助制度の模索など、支援を行ってい

るところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 

○１５番（鈴木利明君） 冒頭にも申し上げましたように、私は議員になりまして、議会での

議員活動のほかに、何をもって町政に協力できるのかを考えました。私の持てる分野は、過

去の経験を踏まえて、企業誘致しかありますまいと結論に至ったところでございまして、今

もそのとおりでございます。 

  たびたび申しますように、企業誘致は、企業動向をいち早くキャッチするかが成功への大

きな決め手でございます。２月には、担当いただく山森課長さんなどをお供して、企業誘致
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の情報を求め、東京、名古屋にキャラバン活動を行いました。また、７月２６日には、大阪

で２０名の幹部職員の皆さんに、強く情報活動の要請をいただいたところでございます。さ

らに１０月頃には、中小企業の多い東大阪にも行きたいと計画しておりまして、現在日程調

整をいただいておるところでございます。 

  これからも、若者の働く場、雇用の場をつくるために、引き続き企業誘致の御旗を振り続

けてまいりますことを申し上げて、次の質問に入ります。 

  ２つ目は、船井郡衛生管理組合についてでございます。 

  太田町長におかれては、５月２２日に当組合の管理者、トップにご就任いただきました。

「おめでとうございます」と申し上げますよりも、「山積課題の中でご苦労さんです」と申

し上げるほうがよいかなと思っております。まさに町長ご苦労さんでございます。 

  私も、平成２９年１２月から、船井郡衛生管理組合の議員に選出をいただきました。船井

郡衛生管理組合は、ごみ処理や火葬場という、私たちの日常生活になくてはならない事業を

やっていただきながら、余りよく知られていないのではないか。同時に、組合は、今、２つ

の大きな課題に直面しております。ついては、町民の皆さんにも、船井郡衛生管理組合の現

状と課題をよく知ってほしいというこの思いを込めて、質問に入りたいと思います。 

  船井郡衛生管理組合は、昭和３５年に設立されました。翌３６年から有料のごみ集めをい

ただいており、現在に至っておりますが、京丹波町と南丹市で構成されております。一般廃

棄物処理事業と火葬場事業の２つの重要な事業を、先ほど申し上げたように、行っていただ

いておるところでございます。 

  まず初めに、一般廃棄物処理について質問をいたします。 

  昔は、買い物をいたしましても、新聞紙に包んでもらって商品をいただくだけでした。昭

和２０年代には、お酒やしょうゆを買いに行くにも、びんを持って買いに行ったというふう

に母親に聞きました。この中で、昭和３０年代の高度経済成長に入りまして、消費は美徳と

いう風潮の中で、ごみは今日まで増えに増え続けております。 

  他方、衛生面の対応は各段に進んでまいりましたが、今やいかにごみを減らすかというこ

とが社会の大きなテーマでございます。 

  ごみ処理体制、船井郡衛生管理組合の状況について、若干資料にも書いておきました。 

  ごみ処理には、可燃ごみ、すなわち「燃えるごみ」、それから「資源ごみ」、びんなどの

資源化をするごみ、そして「生活排水」、これは家庭から出る水やら、し尿もここに入りま

す。この３つに分類されます。可燃ごみと資源ごみについては、ご案内のとおり、組合が大

きな車で収集に来ていただいております。そして、生活排水については、３社に委託をされ
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ております。 

  問題は、それをどうするかという処理であります。 

  可燃ごみ、それから資源ごみについては、カンポリサイクルプラザ株式会社に委託をされ

ております。資源ごみは、現在、１０種１６品目に分別をされておりまして、私も京都の事

情をよく知っておりますけれども、船井郡衛生管理組合の分別の厳正化というのは、大変立

派であるというふうに、厳しい対応をいただいておるということを承知しております。 

  いずれにいたしましても、可燃ごみ、資源ごみを取り扱っていただいておりますカンポリ

サイクルプラザ株式会社さんが、平成３１年３月をもって撤退をされることになっておりま

す。本件については、ご報告、質問をさせていただきたいというふうに思っております。 

  生活排水については、３社に集めることは委託しておるけれども、あの場所で、組合直営

で処理をいただいておる、これが船井郡衛生管理組合のごみ処理体制の現状でございます。 

  そこで、町長にお伺いいたしますのは、可燃ごみは年間どれぐらいの量が出ているのか、

また、人口減少の中でそれが増えているのか、減っているのか、現状と傾向の概略をお尋ね

いたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 本町におけます平成２９年度の家庭系可燃ごみの発生量でありますけ

れども、約１，４４５トンということで、これは年々減少傾向にありまして、平成１９年度

比で９５％というような状況でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 

○１５番（鈴木利明君） 次に、平成２９年度の組合の分担金は、この間も決算議会に行きま

したが、本町は３億２，５００万円、南丹市は５億８，２００万円で、合計９億７００万円

でありました。これは、いわば、私たちが組合に業務処理をお願いしておる委託料でもあり

ます。このような中で、１人当たりの処理経費の現状をお尋ねしたい。これは、町民の皆さ

んにも十分ご理解をいただいて、ごみ処理にどれぐらい費用がかかっているのか承知してほ

しいという思いで、質問をいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 平成２８年度の数字でご報告させていただきたいと思うんですが、一

般廃棄物の処理実態調査によりますと、年間ごみ処理経費につきましては、組合全体で６億

９，０１０万円というような状況でありまして、１人当たりに換算させていただきますと、

約１万４，６００円というような数字になってまいります。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 
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○１５番（鈴木利明君） 今、町長にご答弁いただきましたように、小さい子どもさんたちを

含めて、１万４，０００円を超える経費を要しておるということであります。祇園祭、７月

１７日、私の誕生日でございますが、別に関係ありませんが、宵山、７月１５、１６日のご

みの減量を目指して、「祇園祭ごみゼロ大作戦」が今年も行われました。これは、平成２６

年に始まっておりますけれども、今年も洗って再使用できるリユース食器を利用して、でき

るのが当たり前だった祭でのごみ減量や資源化への取り組みが行われました。 

  この結果、始める前の平成２５年に比べまして、見物客１人当たりのごみの量は２割減っ

たというふうに聞きました。そして、回収した資源ごみは、２．４倍に増えたということを

聞いております。 

  このように、ごみを出すのではなく、ごみを減らすのが当たり前だと、この発想に転換す

ることが、私たちに今、強く求められております。 

  今後のごみ排出抑制策というのは、先ほど申しましたように、重要な課題であります。そ

れには、行政の皆さん、そして町民の皆さん、そして事業者、すなわち「つくるほう」も、

このことをしっかりと認識して、物等をつくってほしい。行政・町民・事業者の三者が一体

となって、ごみ減量に取り組むことが重要な課題であります。 

  ついては、三者それぞれの役割は何か、その要点をお尋ねいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 本町及び組合の役割としましては、環境教育でありましたり、普及啓

発の充実、また、減量化等の指導を行うことで、住民や事業者のごみに対する意識の向上を

図っていくということが重要であるというふうに考えております。 

  住民の皆さんの役割としては、廃棄物の発生抑制を意識していただいて、ごみを出さない

ライフスタイルへの転換なり、再使用・再利用、「３Ｒ」といったものもありますけれども、

こういった資源の循環的な利用に向けた、分別回収等の取り組みに努めていただくことが重

要であるというふうに考えております。 

  また、事業者の役割としましては、原材料の選択でありましたり、製造工程の工夫によっ

てごみの排出抑制を図ることや過剰な包装の抑制でありましたり、使い捨て品の使用の抑制、

食品廃棄物の排出抑制等に努めて行くということが非常に重要であるというふうに考えてお

るところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 

○１５番（鈴木利明君） 次に、平成１６年に可燃ごみ・資源ごみの処理を委託したカンポリ

サイクルプラザ株式会社が、先ほど申しましたように、来年３月末をもって撤退することが
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決定しております。その経緯と理由について、概要をお尋ねいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 衛生管理組合におけますごみ処理事業につきましては、議員ただいま

ご指摘のとおり、平成１６年４月から、カンポリサイクルプラザ株式会社に委託をして、ご

み処理事業の運営に取り組んでいただいてきたところでございます。 

  しかし、このたび、当該施設でありますけれども、稼働後十数年が経過する中で経年劣化

が進んで、今後事業を継続していくためには大規模な改修が必要となる状況であるというこ

とで、懸命な経営努力を重ねられたというように聞いておりますけれども、施設の改修に必

要な費用が捻出できないというようなことで、最終的には、取締役会において、事業を撤退

するということが承認されたというふうに聞いておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 

○１５番（鈴木利明君） 当面の大きな課題は、その経過を踏まえて、今後のごみ処理体制の

構築をどうするかと、これが極めて重要な課題でございます。 

  新聞でも拝見いたしましたが、現状と方向性についてお伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 来年４月以降のごみ処理体制につきまして、９月５日の新聞に掲載さ

れましたので、ごらんをいただいたかと思うんですが、京都市におきまして、１年間限定で

ありますけれども、ごみ処理の代行をしていただくというような協議がまとまったところで

ございます。この協議で全てのごみ処理ができるかというと、そうではありませんで、まだ

ほかのところも含めて現在交渉を進めておるところでございますけれども、まだ議会等の対

応なり、地域住民の方への説明等もありますので、具体的な名前等は差し控えさせていただ

きたいと思いますけれども、来年４月からご迷惑かけることがないように、今、交渉を進め

ておるところでございます。 

  また、現在ごみ処理検討委員会というのを設定しておりまして、その中でも、将来におけ

ますごみ処理の方向性なり、施設のあり方については、ご協議をいただいておるところでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 

○１５番（鈴木利明君） 時間もわずかになってまいりました。次に、新火葬場建設事業につ

いて質問をいたします。 

  組合のもう一つの事業に、火葬場事業があります。 
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  この火葬場におかれましては、年間約８００体の火葬を行っていただいておりまして、私

たちの生活の中になくてはならない設備でありますが、老朽化のために、現在新しい火葬場

建設事業の計画が進められております。 

  建設予定地の地元自治会との協議が長期にわたっております。８月２９日の組合議会にお

いて、町長は、管理者として、西村副管理者にも地元に対して協力要請を行ってもらったと

いう報告をいただきました。現在の進捗状況を、相手もあることですので、許される範囲で

お伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 現在、４月から南丹市長が西村市長にかわられたということもありま

して、南丹市長と地元自治会の関係者との協議が行われて、この建設につきまして一定の理

解が得られる見通しであるというふうに聞いておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 

○１５番（鈴木利明君） 先般の船井郡衛生管理組合の議会で、平成３０年度船井衛生管理組

合一般会計予算で、火葬場建設設計業務委託料４，５２０万円が計上されております。工事

着工の予定などが決まっておれば、お伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 本年度、実施設計後に造成なり、道路の詳細設計なりをしまして、来

年度から測量及び用地買収等を行い、早期に工事着工に進めてまいりたいというふうに考え

ておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 

○１５番（鈴木利明君） ついては、工事は、当初計画された新火葬場設計概要のとおり、平

成２６年だったというふうに思いますが、そのとおり進められるのかお伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 当初の計画に基づきます基本設計をベースとしまして、実施をさせて

いただきたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 

○１５番（鈴木利明君） 工事総額、これからのこともあろうと思いますけれども、本町の負

担額の見込み額等について、現在わかる範囲でお伺いいたします。負担額は約６億円という

ような試算も別途ありますけれども、現在のわかる範囲で質問をいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 概算の事業費でありますけれども、約１６億円弱というような数字を
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見込んでおるところでございまして、今後、市町村の負担割合については協議をするという

こととなってまいります。単純に人口で割りますと、５億円弱というような試算もできると

ころでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 

○１５番（鈴木利明君） 大変設備が老朽化しておる４基のもとで営業をしていただいており

まして、計画も４基というふうに聞いております。工事の完成時期、あるいは、同時に新し

く供用できる時期をどう見込んでおられるのか、わかる範囲で質問いたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 先ほども、地元との協議の中で一定の理解というような話もさせてい

ただきましたが、火葬場の実際の建設につきましては、まだまだ解決すべき課題もたくさん

あるというふうに考えておりますので、現時点におきましては、明確に完成時期でありまし

たり、供用の時期ということを申し上げることはできないかと思いますけれども、早期の完

成を目指して取り組みを進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 鈴木君。 

○１５番（鈴木利明君） 先ほども申しましたように、カンポの後の対応、そして、この新火

葬場の建設、２つ、どれをとりましても重要な課題であります。管理者としてご苦労に存じ

ますが、一層のご活躍をお願いするところでございます。 

  以上をもちまして、私の質問を終わります。 

○議長（篠塚信太郎君） これで、鈴木利明君の一般質問を終わります。 

  これより暫時休憩します。午後１時１５分までとします。 

休憩 午前１１時３５分 

再開 午後 １時１５分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  野口正利議員より、早退の届けがありましたので報告します。 

  次に、隅山卓夫君の発言を許可します。 

  ８番、隅山卓夫君。 

○８番（隅山卓夫君） 議長より発言許可をいただきました、８番議員の隅山でございます。

本日も多くの住民の皆様に傍聴にお越しいただき、まことにありがとうございます。皆様方

の応援を受けて、精いっぱい質問を続けてまいりたいというふうに思っております。よろし

くお願いをいたします。 

  私は、この質問席に立つのがもう嫌で嫌で、今日の質問をどう切り抜けようかなと思った
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りもして、ここ２週間ほど非常に悩み続けております。でも、議員の職責を全うしなきゃな

らんというふうな形の中で、振り絞って本席に立たせてもらっております。 

  私、もう７２歳を迎えようという年になっておるんですけれども、なかなか大人の声域に

なり切れずに、声は高いし、言葉は悪いし、随分失礼な質問の態度になる場合があるやと思

っております。最初にお断りを申し上げ、できるだけそういったことのないように、今日は

静粛の中で質問が進められたらうれしいなと、こんなふうに思っております。 

  今日はまた、太田町長のいよいよ本腰を入れた、腰を割った町行政ができるような、そう

いう町長の姿勢に対して、重立った質問をぶつけてまいりたいというふうに思っております。

どうぞよろしくお願いをいたします。 

  先の７月豪雨では、町内各所に大きな被害が発生し、住宅被害に遭われました方々の心情

を思うとき、多くの町民におかれましても、心を痛められたところであります。一日も早い

復旧を願うばかりであります。 

  ここ数年の集中豪雨は、普段の防災パトロールの域では、事前察知が容易でない事態にな

っております。その中で、住民の皆さんの安全安心を確保するには、気象情報なり、行政か

ら発信をする避難準備段階の明るい時間帯に定められた避難所に退避する、地域事情を熟知

した各区長さんを通じ、警鐘なり、周知活動の継続を、区長会開催の場を通じて町長のほう

から要請をいただくよう強く要望しまして、通告に従い、質問に入りたいと思っております。 

  町長は、町行政と町民の皆さんが一体となったまちづくりを進めるためには、町行政の公

正化が欠かせないとして、本町の抱えるさまざまな課題に対して説明責任を果たすためと称

し、実施されたタウンミーティングについて伺いたいと思います。 

  １番目は、町長は、このタウンミーティングで何を期待され、また、その結果は、今後の

行政運営に当たる糧となったのでしょうか。 

  私も、１２会場全て踏破をと思っておりましたけれども、９会場の踏破のみで、あと３会

場の雰囲気、ムードを存じることはできませんが、９会場をめぐらせていただきました。 

  先の選挙で住民の関心に火をつけられ、言葉が少し悪い、申しわけない、この男なら何か

やってくれる、改革をなしてくれる、そういう期待を抱かれ、町長の考え方を聞きたい、注

目しながら開催を待ちわびていた住民の皆さんが多くあったと、私は思っています。そのよ

うな住民の皆さんに接するには、参加したくても行けない方も多くあったと思っております。

開催会場を削減されたのはなぜなのでしょうか。まず、町長にお伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 本年度開催いたしました町政懇談会、タウンミーティングにつきまし
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ては、私の選挙公約に掲げ、大きな争点ともなりました丹波地域開発株式会社への公金投入

問題と、それから新庁舎建設の計画の２点にテーマを絞って、説明と報告の場ということで

開催をさせていただいたところでございます。事業の背景でありましたり、今日までの状況

を丁寧に説明を行うことを心がけまして、一定参加された大半の町民の皆様に、ご理解をい

ただけたのかなというふうには考えておるところでございます。 

  皆様方からいただいたご意見につきましては、今後の行政運営に生かしてまいりたいとい

うふうに考えておるところでございます。 

  また、会場の削減の件でありますけれども、私としましては、地域とかかわりのあります

旧小学校単位での開催をまずはさせていただいたところで、１２会場ということで設定をさ

せていただきました。 

  確かに、昨年は２２会場であり、会場数としては減っておりますし、議員ご指摘のとおり、

前年比でも少し参加者数が減っておるという実態もございます。いろんな方法を検討してい

く必要があると思いますけれども、参加できなかった方のご意見につきましては、より細か

く、議員の皆さんなり、議会では議会報告会というようなことを開催されると思いますので、

そうした場も通じておつなぎをいただけたらというふうに考えておるところでございます。 

  今後、タウンミーティングの実施報告につきましては、広報紙等を通じてお知らせをして

まいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 隅山君。 

○８番（隅山卓夫君） 小学校単位で開催をという町長の答弁でございまして、会場を増やし

たから十分に住民の皆さんに接することができたかどうか、逆にそういう１２会場に絞られ

たことにおいて、入れ込みの住民の皆さんが増える可能性もあったと思いますし、今町長答

弁では、昨年に比べて若干減ったと。私は、常々住民の皆さんの関心を持っておられる、今

回は先ほど申し上げたように、太田町長が選挙公約とされていた、そういう住民の皆さんに

関心を呼ぶような内容でございまして、かなり多くの住民の方が町長の意見を聞きたいんや

と、考え方を聞きたいという形の中で、多く参加されるんかなと、そういうように思ってお

りましたけれども、ある会場を見ますと、もう会場いっぱいにもなってございましたし、や

はり地域の、今町の抱える高齢者の方、行きたくても行けない、そういう方々が増えたなと、

特に和知地域の何カ所かについては、そういうふうなこともあって、せっかくこうして開催

されたタウンミーティングに行きたいのに、あるいは、行ってあげたいのに、行くことがで

きない、申しわけない、そういう思いの住民の方もおられたと、私は思っておりまして、和

知地区の住民の皆さんが、決して太田町長に反旗を翻し、そんな考えは毛頭ないというふう
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なことを、住民に成りかわりまして、申し上げときたいなというふうに思っております。 

  また、今回、そうして熱心に町長答弁、説明されておりました。そういう姿を見ますと、

今後、町長がさらに住民の関心を引き続いて継続する、町長というものは、住民の後押しが

ないと、私は、何をするにしても、不安いっぱいでできないと、そういうふうな思い、私が

質問するよりも、される側のほうが実は好きな立場でございまして、町長の思いは十分わか

っておるつもりでございます。 

  そういった意味から、今も町長答弁ございましたので、改めて申しませんけれども、今後、

今回の経験を熟知して、今後の町政に十分に反映をしていただくことを強く望んで、次の質

問にまいらせていただきます。 

  私は、町長が初めて編成に介入をされた今年度一般会計当初予算の概要を、５項目の骨子

にまとめ、わかりやすく、私はこういう方法で、こういう５つに絞って、京丹波町の課題の

克服や今後の振興にどうしても必要な施策をやりたい。 

  もう一つは、町民の皆様が元気になっていただける、その一点にかけて提案されたと思っ

ておりまして、真剣真摯な語りで説明をされたことを、高く評価するものであります。 

  一方、歳入歳出の構成で、町長も言われております、国や府の台所事情に左右される状況、

あるいは、むげに削減できない義務的経費、扶助費と申しますか、それが３分の１以上など、

財政にゆとりがない状況であり、経費の削減に向け、事務事業のさらなる見直しが必要とさ

れる中、選挙公約として、町長は、新庁舎建設について、現庁舎は老朽化、耐震性への災害

対応などに多くの課題があり、また、昨今の風水害や直近の大阪北部地震の発生など、予断

を許さない状況下において、早急に建設をしたい、また、建設事業費については、基本計画

策定段階からの見直しで、建設事業費の圧縮を図る。 

  しかし、財政の均衡を第一義に見据えながらも、京丹波町の風土にかなう構造、着実な発

展を目指す機能は欠かすことができないと称され、財政上の懸案、合併特例要綱の期限が過

ぎ、地方交付税等の経常収入の縮小や高齢化による扶助費の増額が見込まれるなど、そうい

う懸案に対する説明が少し足らなかったなと思っておりまして、新庁舎建設に関する十分な

説明であったにもかかわらず、このことに対する住民の皆さんの質問が出なかったと、私は

思っております。厳しい財政事情の説明は、必要であったと思っています。町長の所見を伺

います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 新庁舎の建設計画につきましては、財政との均衡を念頭にしまして、

コストの縮減を重視しまして見直しを図ってきたところでありまして、タウンミーティング
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におきましても、そうした説明をさせていただいたところでございます。 

  なお、午前中にも質問がありましたが、財政状況につきましては、非常に厳しい状況とい

うのはそのとおりでございますので、今後につきましても、財政の状況については、包み隠

さずに広く情報発信をして、住民の皆さんへの説明と理解を得るよう努めてまいりたいとい

うふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 隅山君。 

○８番（隅山卓夫君） ありがとうございます。会場での住民の皆さんの感覚は、庁舎建設は

もう決まってるんや、有利な合併特例債を使って、財政的な負担なく建設ができるんや、そ

のように持たれた方も、多数なりともあったんではないかなと、そういう意味合いで質問を

差し上げましたが、財政政策を実行するに必要な財源の確保については、一方では、住民が

町長に負託する大きな命題だと私は思っておりまして、今後は、町長の政治手腕の大いなる

発揮を期待しておるところでございます。 

  以上で、新庁舎については終わらせていただきたいと思っております。 

  次に、丹波地域開発株式会社への公金投入の調査結果の報告につきましてですけれども、

まずは、住民の皆様への公金支出の背景と必要性について、しっかりとした説明をされまし

た。その内容については理解がされ、住民の抱かれていた疑念が大きく払拭できたと私は思

っています。 

  しかし、平成２６年９月議会での採決の結果が僅少差であったこと、中身が住民の疑念の

中心であったことから、質問される住民の方も多く、理事者に対する倫理条例の制定発言に

とどまらず、タウンミーティングでの説明が選挙公約であっただけに、町長みずからの言葉

として、私ならこういう処理をくだしたい、前町長は、前町長の英断で京丹波町民の財産を

守るための決断をされ、今のところ、違法性その他についても問題はないんだと、そういう

形の中であったとしても、私ならこういう処理をしたと、それぐらいの発言がぜひ欲しかっ

たなと思っております。このことについて、町長の見解を伺いたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 丹波地域開発株式会社への公金投入につきまして、説明をさせていた

だいた目的でありますけれども、選挙公約にも掲げておりましたとおり、このことについて

は、町民の皆さん向けには説明が今までされてこなかったというようなことでありますので、

まずこの問題につきましてしっかりと町民の皆さんに説明を行って、ご意見を伺う機会とい

うことで実施させていただき、いろんなご意見も頂戴しましたけれども、一定のご理解もい

ただけたのではないかなというふうに考えておるところでございます。 
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  後から考えて、そのときにさかのぼって、後からの人間が「自分ならこうした」と、なか

なかそういうことを言うのは、余りポリシーではないと思うんですけれども、最大の問題点

は、情報公開が全くされていない、町民の皆さんに説明がされていないということと、それ

から、やはり決定の経過において拙速のそしりを免れないような決め方、これは議会の対応

も含めてでありますけれども、それがあったのかなということでありますので、その反対、

じっくり説明をして理解を得てから実行していくべきであったのかなというふうには考えて

おるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 隅山君。 

○８番（隅山卓夫君） 全く同感、それでよいと思います。 

  ただ、太田町長は、今後を託されておるわけでして、本期の丹波地域開発株式会社の株主

総会も終えられたというふうに聞いておりまして、内容について私は深く追及はしませんけ

れども、やはり今後の経営については、しっかりと管理を、あるいは運営を、現経営者に厳

しく訴えて、二度とこのようなことのないように、起こらないように、住民の利用しやすい

丹波マーケスであり続けるよう施策を打って出るように、指導を徹底してほしいなと思って

おります。 

  町長は、京丹波町の経営者です。私も、一時経営者の端くれを続けてまいりまして、バブ

ル期に思わぬ、身の丈以上のものをやった経験がございますので、それも４０年近くが過ぎ

ようとしてますけれども、今もってその身の丈以上のことをしたための苦労を背負って立っ

ております。息子が頑張ってやっておるんで、できるだけ人様に迷惑をかけんように、これ

は、丹波地域開発株式会社が住民の皆様から信頼される、後押しをされる、必要な丹波マー

ケスである、そういう姿に早く早くもっていく必要、これは、京丹波町の経営者である太田

町長の大きな責任の１つやと、私は思っております。大変ご苦労ですけれども、そのあたり、

しっかりかじを切って、間違いを起こさず、起きた場合には先に住民に説明を十分にする、

そういう形のものを姿勢として徹底をしてやっていただきたいということをお願いをして、

次の質問にまいりたいというふうに思っております。 

  認定こども園についてでございますけれども、幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ施設で

あるというふうに伺っております。幼保連携型認定こども園とは、どのような施設でありま

しょうか。教育長にお伺いをいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 幼保連携型認定こども園は、これまで幼稚園で行っておりました就

学前教育と保育所で行っておりました保育を、同一の施設内で一体的に行う施設であります。
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また、あわせて、地域における子育て相談、親子の集いの場の提供など、こうした支援機能

もあわせて持つ、そういう施設でございます。 

  以上であります。 

○議長（篠塚信太郎君） 隅山君。 

○８番（隅山卓夫君） 今、当町の抱えております若者世帯の新たな入居者がなかなか進んで

こない、そのためにも、新庁舎を建てることにおいて、あらゆる意味で若者世帯向きの庁舎

をつくることで、大きなそういう効果に及んでいったらうれしいなと思っておるんですけれ

ども、それにつけても、子育て環境等につきましては、従前から十分な対策をとられておる

んですけれども、何かが足らないから、やはり若者世帯がなかなか住民として入ってくれな

い、こんないいところはないのになと、住んでいる私たちは思っておるんですけれども、若

者世帯から見ると、そういう目には映ってこないんだろうと思っております。 

  この施設は、そういった形の、一応今の若い子育て世代というのは核家族化してまして、

子育てに関する悩みが原因で大きないじめに発展したり、昨今では、もう本当に聞くことが

ない日が続いております。そういった状況の中で、こういう認定こども園を先駆けてつくる

ということについては、大きな意味合いがあるのかなというふうに思っておりますので、建

設につけては、経費はもとより、太田町長の足引っ張りにならないように、しっかりとした

設計を立てて、住民の皆さんの喜びにつながるように前進していただきたいというふうなこ

とを思っております。 

  認定こども園に移行することで、今も若干申し上げたかもしれませんけれども、どのよう

な効果と特色が生まれるのでありましょうか。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 認定こども園として教育・保育を一体的に行うことで、一つには、

保護者の皆様の就労の有無にかかわらず、同じ条件でご利用いただくことができます。そし

てまた、教育と保育を同時に行えますので、全ての子どもたちに同じ条件での教育・保育を

保障することができます。あわせて、対象児童の枠組みも広がることから、必要規模の集団

の確保にもつながるものと考えています。 

  また、みずほ保育所とわちエンジェルにおいては、これまで町独自施策で実施している子

育て支援センター事業は、移行によりまして国の制度に基づくものとなるため、町内全ての

児童に、同じ条件で統一した環境で提供を行うことができるものと、そうしたメリットがあ

ると考えています。 

  以上であります。 
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○議長（篠塚信太郎君） 隅山君。 

○８番（隅山卓夫君） よくわかりました。 

  ３番目に挙げております、今も教育長のほうから若干の答弁もあったかのように思ってお

りますけれども、みずほ保育所、わちエンジェルでございますけれども、子育てセンターを

それぞれ抱えております。この両園も、幼保連携型認定こども園に移るのでしょうか。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） みずほ保育所及びわちエンジェルにそれぞれ設置している子育て支

援センター事業も含め、新たに幼保連携型認定こども園として、平成３４年４月、町内一斉

に移行することになります。 

  以上であります。 

○議長（篠塚信太郎君） 隅山君。 

○８番（隅山卓夫君） ありがとうございました。 

  ４番目に、子育て世代の安心確保と少子化対策につなげられるようなことも、内容として

あるんでしょうか。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 最近の社会的な背景を受けまして、就学前教育・保育に対するニー

ズはますます多様化することが想定されている中で、幼稚園機能と保育所機能を一体的に提

供することは、保護者の安心感や安定した就労支援にもつながり、また、就学前教育の充実

を図ることにより、小学校へのスムーズな接続をはじめ、町内における一体的な教育の推進

につながり、安心して生み、育てられる環境整備につながり、結果としては、少子化対策等

にもつながるものと考えています。 

  以上であります。 

○議長（篠塚信太郎君） 隅山君。 

○８番（隅山卓夫君） ありがとうございました。今も新庁舎では、木造構造という形の中で

話が進もうとしております。 

  特に幼保連携型認定こども園、今設計段階やというふうに伺っておりますけれども、やは

り子どもたちにとって、肌のぬくもりのある、安らぎ感のある、そういう空間というものが

ぜひとも必要になってこようというように思っております。具体的なことはまだ伺っており

ませんけれども、ぜひ木造化で、京丹波町産の木材を利用した、そういう子どもたちが伸び

伸びと、ぬくもりのある中で育つような園としていただきたいことを要求として挙げておき

まして、次の質問にまいりたいなというふうに思っております。 
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  教育長、そのことに対して何かありますか。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 特に新たに建設します、（仮称）丹波こども園の新園舎につきまし

ては、議員ご指摘のような京丹波町のよさ、特色を生かした園舎になるよう、多くの人のご

意見を伺いながら、そういうことになるように努めてまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

○議長（篠塚信太郎君） 隅山君。 

○８番（隅山卓夫君） 十分なご回答をいただいて、それで結構だと思います。 

  ３番目の、可燃物等一般廃棄物の処理についてでございますけれども、午前中、鈴木副議

長のほうから、私よりか数倍の中身の濃い質問が既にございまして、あるいは、いつかの京

都新聞にも発表がございまして、その時点でこの質問はやめようかなと思ってございました

けれども、私のような中身のない、上っ面の質問は全然意味がありませんので、ご了承賜り

たいなというふうに思っております。割愛をさせていただきます。 

  ４番で、災害発生時の避難対応について、幾つかの質問をさせていただきたいと思ってお

ります。 

  先の７月豪雨は、７月５日から７日、８日にかけて、４日間で月間雨量を超える猛烈な雨

が降り、綾部市では、１０時間で１カ月分を超えたとも言われております。町内各所で未曽

有の被害をもたらしました。町長も先頭に立たれ、指揮対応まことにご苦労さまでございま

した。 

  上乙見地区では深刻な被害が全域で発生しました。消防団員の的確な危機判断が住民の安

全確保につながった、かつてない異常な水量で身の危険を直感し、時間猶予がない中、懸命

に住民の強制避難を呼びかけ、寸前で人命を守ることができたと思っております。このこと

については、いろんな形の中でニュース等ありましたが、つい先日、ＮＨＫのクローズアッ

プ現代でも取り上げられ、その評価は高く、住民避難の模範と報道されました。常日頃の消

防団活動の実践のたまものであり、心から感謝をし、称賛のエールを送りたいと思っており

ます。 

  そこで、強い防災力とは、住民自治組織から成る自助・共助と言われる活動の蓄積の成果

であり、常に地域内の情報を熟知され、互いの信頼と支え合いの共有で成り立っていると思

っております。 

  気象庁などから発信する記録的短時間大雨情報は、既に災害が発生している可能性がある

と言われております。事前の災害減災に向けた自助・共助活動の指導展開に注力すべきと考
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えております。町長の見解を伺いたいと思っております。 

  先日の台風２０号のことにつきましては、私の住まいする本庄区では、朝の７時に、区長

が避難所を開設しましたと、早々と区内で放送されました。これが今一番太田町長が求めら

れとる、あるいは求めなければならない大事な施策の１つだというふうに思ってございまし

て、そういったことも踏まえまして、全町内にこういったムード、認識、これが進んでいく

ように、町長に展開を見守ると同時に努力もしていただきたいなと思っております。よろし

く。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 災害に対します予防啓発につきましては、地域の防災訓練にお伺いを

させていただき、説明をさせていただいたり、京都府の事業を活用して地域で防災研修を行

ったりもしておりますので、今後も機会を捉えて積極的に取り組みをしてまいりたいという

ふうに考えます。 

  議員ご指摘のとおり、何といいましても、今回の７月豪雨におきまして上乙見で大きな災

害が発生しましたけれども、京丹波町においては人的被害がなかったということで、それに

ついては本当に自主防災といいますか、住民の皆さんの結束の力で防いでいただいたという

ことで大変感謝をしておりますし、消防団の皆さんにも非常にお世話になったということで

感謝をしております。 

  テレビでも取り上げてもらいましたけれども、やっぱりなかなか地域のことは、町とか外

部の者にはわからない部分がありますけれども、地域の皆さんが、その自主ということで問

題点を認識していただいて、こういうことになったらみんなで逃げようかというような共通

認識を持っていただくというのが一番大事だというふうに、京大の矢守先生からもご指摘を

いただいておるところでございます。 

  そういった中で、和知の上乙見の災害のときには、地元の議員の皆さんも一体となって活

動を取り組んでいただいておりました。こうした活動によって、さらに地域の実態を捉えて

いただいて、問題点を抽出していただいて、取り組みに生かしていきたいというふうに考え

ておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 隅山君。 

○８番（隅山卓夫君） よくわかりました。ぜひともその方向で進めていってほしいというふ

うに願っております。 

  次に、先のタウンミーティングにおいて、一次避難所について、「裏山の土砂崩れが気が

かりで、安全面で不安だ」の質問が、私が思っておりますのは広野区のほうで出たなと思っ
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てございます。ご案内のとおり、町内各地域は先祖伝来から伝わってきまして、平たんなと

ころは田んぼに、住まいは斜面の山際にと、そういうふうな状況になってございまして、こ

れは、全町域どこでも同じだと私は思っております。 

  したがって、今回のような裏山の見えないところから一気呵成に土砂崩れが起きてしまう、

この状況は住民の皆様ひしひしと感じられ、そういった不安な面が出たんかなというふうな

思いをしております。一次、二次避難所のそれぞれの役割・機能について住民の皆様に説明

をし、理解を得る必要があると思っております。 

  先般、ハザードマップを出されました。せっかくなんですけれども、これ索引がないんで

すね。索引は町のホームページで拾えと、そういうことですね、これ。せめて索引ぐらいは

配っていただく、わしら住んどるとこどこやのと探しているようじゃ話にならんので、もち

ろんですけれども、災害が起こってからこんなん見るんじゃなくて、災害の起こる前に、あ

あ怖いことがあったらかなわん、わしはどこへ行ったらええんじゃろ、そのことが住民の皆

さんにすぐわかるように、あるいは、わからない人には徹底した説明をするように、これは

もう行政の役割の大きな１つだと私は思っておりますので、せっかく配布されたハザードマ

ップ、それから、こんだけプランがある、私もうびっくりしてしもうて、よく考えたら、私

が本庄区長しとるときに、この配布があったなと。議員になって事務局に聞いて、何ぞええ

のんないんかいと。私の思っておること全てここに書いてあるんで、こういったもののもう

一遍揺り戻し、揺り起こし、こういったものをつくっておくだけじゃ何の意味もない。行政

にありがちなことやと私は思ってます。本当に住民の皆さんの身になって、自分たちのつく

ったもんは、住民が利用しやすい、住民が利用してくれとるのか、これぐらい、日々の中で

数分で済むこっちゃと思います。 

  そういうことを受けまして、町長に、そういった意味も含めて、今の質問に対して所見を

伺いたいと思っております。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） ケーブルテレビや広報紙などを通じまして、周知を図ってまいりたい

というふうに考えております。 

  避難所につきましては、土砂災害の危険性などを考慮して見直しも進めてきておるところ

でありますけれども、やはり過去からの経緯で決定をしているという部分もあります。今お

っしゃっていただいた土砂災害の危険性ももちろんでありますし、お手洗いの状況でありま

したり、その居住性でありましたり、そういったことのご意見も今回避難所を何回も開設い

ただきましたので、そういったことで区長さんが一番ご意見を持たれているかと思いますの
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で、ご意見をいただきながら見直しも進めてまいりたいというふうに考えます。 

  ご指摘をいただいたハザードマップでありますけれども、確かに地区の索引がない状況に

なっておりまして、地図ではありませんので、地図であれば索引がなければどうしようもな

いという形になりますけれども、自分の家の確認をしていただくということで、引きにくい

んですけれども、自分の家を確認いただいて、避難所とかを確認いただいて、書き込む欄が

あったのでそこに書き込んでいただけたらというふうに思います。もちろん索引がある方が

使いやすいのは明らかですので、次の改訂がありましたら、やっぱりより確認しやすい方向

にはやっていきたいと思いますが、それについても多額の費用もかかりますので、まずは一

回事前に自分のところを引いていただいて、そこに附箋か、印かつけてもらって確認をいた

だいて、またそこを見ていただくというようなことで、まずあるもので何とか活用をいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 隅山君。 

○８番（隅山卓夫君） ありがとうございます。その程度のことやったら、区長さんに頼んで

もらったら、区長さんは喜んでやってくれると思うので、町長のそういう思いを、区長さん

を通じて連絡をしていただければ、大変うれしいと思っております。 

  ３番目でございますけれども、災害が想定される場合の避難の呼びかけとして、避難準備

から始まり、避難勧告、避難指示とあるが、つまりは、７月豪雨の７月７日、京丹波町が発

令した避難指示は、どの避難所になるんかなと思っております。お教えいただいたらうれし

いと思ってます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） ７月豪雨におきましては、避難指示というのは、一次避難所への避難

を前提として発令させていただいたところでございます。 

  しかし、早朝に大雨が降っておったというような状況でありましたので、避難所への避難

というのは非常に難しい場合もあったと思いますので、近くの安全な場所に避難をいただく

か、自宅の中で２階など屋内の高いところの、山の反対側の安全な場所に緊急的に避難をし

ていただく、垂直避難などもお知らせをさせていただいたところでございます。 

  早目の避難を心がけていただきまして、避難が難しい場合については、垂直避難など、み

ずからの命を守る行動というのをとっていただくというのが大切であるというふうに考えて

おるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 隅山君。 

○８番（隅山卓夫君） ありがとうございました。熱心に答弁をいただきまして、大変落ちつ
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いて、今日は質問ができたかなと思っております。今後も、落ちついた質問状況ができるよ

うに、私自身もさらに勉強を重ねて、京丹波町民の成るような、そういう質問を提供してま

いりたいと思ってございますけれども、災害については、本当にどんな手をもってしてもと

めることができませんので、やはり住民の自主避難、これを先駆けて、京丹波町へ来ればこ

んなことで住民の命の安全を守る、そのためには、各自治会・区長会を利用して、こんなす

ばらしい組織になるんだと、組織化ができている、そのことがやはり安全・安心なまちへす

ぐに来たい、こんな怖いところにわしゃおるん嫌やと、そういう形の中でも人口増につなが

ると、こういったことも大事なことでございますので、くれぐれも手抜かりのないように対

策をしていただきたいことを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

○議長（篠塚信太郎君） これで、隅山卓夫君の一般質問を終わります。 

  次に、森田幸子君の発言を許可します。 

  ９番、森田幸子君。 

○９番（森田幸子君） ９番、公明党の森田幸子でございます。平成３０年第３回定例会にお

ける私の一般質問を、通告に従いまして行ってまいります。 

  初めに、７月の豪雨、台風２０号、２１号など、多くの自然災害が発生しました。被災者

の皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早く復旧・復興されますように祈り

ます。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  先ほどの隅山議員さんとかぶる点があるかと思いますが、私のペースでずっとさせていた

だきますのでお許しください。 

  安心・安全対策について。近年は、台風や地震、津波や洪水、竜巻、土砂災害、火山災害

などの自然災害が日本中、不意を突くように発生することが多くなってまいりました。本日

も、北海道で大地震の報道を見てびっくりいたしました。大規模な洪水や土砂災害が広範囲

で起き、多くの犠牲者を出した西日本豪雨で、改めて見直されているのが防災ハザードマッ

プの重要性であります。 

  防災ハザードマップは、地形や地質などから洪水や土砂災害のほか、地震、津波、噴火な

どの自然災害を予測し、警戒すべき区域や避難ルートなどを明示しています。住民は、防災

ハザードマップで居住地の危険度を認識し、備えを進めておくことが大事となります。 

  そこで、本町で新しく一冊にまとめて作成された、京丹波町防災ハザードマップについて

伺ってまいります。 
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  １つ目は、全京丹波町民を対象にした防災マップと考えますが、配布方法をお伺いいたし

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 広報紙等、町の配布物と同様の方法で配布をさせていただいたところ

であります。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 今、広報紙等、放送何かで配布したと町長にお答えいただきましたが、

この広報紙が配布されていない件数があると思いますが、２番目の質問と一緒になるんです

が、毎月の配布物、本当にこれも自治会が設立されていないところは広報紙が配布されてい

ません。また、ケーブルのほうを引いておられないところも放送が入っておりません。その

点、町長はどう思われますか。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 広報紙でお知らせしておりますし、またこの京丹波町のハザードマッ

プにつきましては、新聞紙面でも取り上げていただいたということでありますので、一定周

知されているということと理解をしております。 

  町から完全に町民全員に配るというふうなことは、なかなか難しい面もあるかと思います

し、そういったまだ届いていない方につきましては、役場の本庁なり、支所の窓口で受け取

っていただくことは可能ということになっております。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） ２番目なんですが、この配布されていない方は、今町長にお答えいた

だきました、本庁舎、支所に取りに来ていただくようにということも、私もお聞きしたんで

すが、そのことさえも耳に入らない方があるのではないでしょうか。 

  それで、配布されていない件数は何件ぐらいあるのか、大体思われているのがありました

らお伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 今回の防災ハザードマップでございますけれども、町長が先ほど

答弁しましたように、区を通じまして、行政文書等の配布と同じように配布させていただい

ております。団地等にお住まいで、そういう自治会等の組織に入られていない方につきまし

ては、本庁・支所のところに準備をしておりますので、取りに来ていただいているという状

況でございます。それ以外でまだ配られていないという数字につきましては、詳しい数字自

体は持ち合わせていないところでございます。ただ単純に区長さんを通じて配布させていた
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だきました戸数が、大体５，４２０戸ぐらいございます。それで、住基のほうの戸数でいき

ますと、６，３３０戸ということになって、単純には８５．６％の配布率ということになり

ますけれども、既に本庁・支所に配布物を取りに来られている住民の方もいらっしゃいます

し、この全戸数といいますのも、世帯分離をされておられるところもたくさんございますの

で、それを除いていきますと、配布につきましては、充足率というのはさらに上がっている

というふうに思っておりますが、数字でのご報告につきましては、幾らということはお答え

できない状況です。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 今、丁寧にお答えいただきました。完全に１００％の配布率というの

は不可能と言われますが、これ全然話が違うんですが、住民健診については、住民票のある

方には全戸郵送で送っていただいて、完全に住民の方には届くようになっております。こう

した住民の命と財産を守るための防災マップと考えます。町行政の公正化を掲げておられま

す町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 今後につきましても、できるだけ広く町民の方に配布がされるよう、

努めてまいりたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） そうしたら、ハザードマップのような、大事な配布物の今後の対応に

ついては、またしっかり検討を考えていただきたいと思います。 

  次、行きます。 

  東日本大震災では、行政の防災計画「公助」に、個人や家庭での備え「自助」と地域のコ

ミュニティにおける自発的な防災活動「共助」をかみ合わせる重要性が指摘されました。２

０１３年に改正された災害対策基本法では、共助による防災活動推進の観点から、地区防災

計画制度が盛り込まれています。地区防災計画は、町会や自治会、企業などが実情に応じた

防災活動の計画を立て、市町村の地域防災計画の一部として提案、災害時に、誰が、何を、

どれだけ、どのようにすべきかを作成することで、地域の防災意識と防災力の向上を目指し

ており、今後の普及が注目されています。 

  また、災害発生時など、近隣の連携が災害を乗り越える大きな力となります。京丹波町防

災ハザードマップ配布についても、近隣の連携体制、地区防災計画ができていれば、全戸配

布の対応がある程度はできたのではと考えます。日頃から自助・共助の大切さなど、近隣の

連携体制の大切さを呼びかけていく考えはないか、お伺いします。 
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○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） ケーブルテレビ、広報紙などで取り上げたり、地域の防災訓練や研修

においてお話をしたりするなどして、啓発に努めているところでございます。 

  自主防災組織というのは、非常に大切なものであります。共助、自主でありますので、地

域でやっていただくということで、どうか議員の皆さんもその地域に入っていただいて、そ

ういう取り組みや活動に、積極的にご指導いただけたらというふうに考えるところでござい

ます。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 町長にお答えいただきました。そうした自治会のない、開発団地など

に居住されている件数は把握されているのか、お伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 現時点で把握しておりません。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） それこそ、自治会のない開発団地などには、そうした呼びかけが大事

だと思いますし、しっかり調査・把握していただきまして、また今後、把握に向けて調査す

るべきと考えますが、お伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） これまでから、いろいろと機会をつくってそういうふうに呼びか

け等もしておりますので、今後におきましても、そういう機会ごとに調査等もさせていただ

きたいと考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） そしたら、調査とか、件数についても、今後把握できるように調査し

ていただけるのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 先ほど述べたとおりです。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 次、行きます。 

  京丹波町防災ハザードマップ、先ほど隅山議員からありました７ページの索引図に、地区

名が書かれていないことで、大変わかりにくいと考えます。索引とは、書物の中の事項の所

在を探し出す手引きとして編集したものであります。ナンバーとページ数は同じもので、所

在を探し出す手引きだとはとても考えにくいのです。ナンバーかページ数どちらかにして、
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地区名を入れるべきではなかったのか、お伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 防災マップにつきましては、町の全図からご自分のお住まいの地図番

号なり、ページ番号なりがわかるようにさせていただいておるところであります。地区名が

なくわかりづらいというご指摘については、今後更新の際に、よりわかりやすいものとなる

よう検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

  索引というものは、本においては、何回も検索するような場合に非常に有効になりますが、

今回のハザードマップにつきましては、先ほどの答弁にもありましたとおり、ご自分のとこ

ろをまず確認をいただいて、そこに印をつけていただけたら、それでほとんどの機能は果た

せるんじゃないかというふうに考えておるところでございますので、まずはご自分のお住ま

いの地域を探していただいて、印をしていただくというようなことで対応をぜひいただきた

いというふうに思います。 

  何回も何回もいろんなところを、どこはどうなってるということを見るんであれば必要か

と思いますけれども、そういう使い方は想定されていないというふうに考えておるところで

ございます。 

  なお、先ほども答弁させていただきましたとおり、今後は、よりわかりやすいものとして、

改訂する機会がありましたら、そういうことも検討をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 済みません、議会にハザードマップの配布をしていただいたときに、

説明をしながら、わかりにくいので何とか考えてみますとのことでしたが、その後はどうで

あったのかお伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 中尾総務課長。 

○総務課長（中尾達也君） 町長が、先ほど来答弁をされているとおりでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 次、行きます。 

  大事な防災ハザードマップを作成し、配布をしていただきましたが、よほど関心がなけれ

ば、なかなか防災ハザードマップを読むことはできないのではないでしょうか。この防災ハ

ザードマップを利用して、住民への周知徹底が大事と考えます。防災ミーティングなどを開

催し、地域の防災意識と防災力向上を目指して取り組む考えはないか、お伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 
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○町長（太田 昇君） 地域の防災訓練に伺わせていただいて説明をさせていただいたり、京

都府の事業を活用して地域で防災研修を行ったりしておりますので、今後も機会を捉えて積

極的に取り組んでまいりたいと思いますし、また、地域の防災でこのハザードマップを利用

して、住民の周知徹底につきましては、議員の皆さんにつきましても、お力添えを賜りたい

というふうに考えます。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） お答えいただきましたが、あらゆる団体の皆様にもご協力いただきま

して、防災マップの紹介をいただき、周知していってはどうかお伺いいたします。 

  例えば、女性の会とか、またサロンの会とか、そういうものに利用していただいて、こう

した防災マップを紹介していただくということなんかを進めていただけたら、うれしいと思

いますが。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） そうした取り組みについては、既に実行済みでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 次、行きます。 

  消防団の活動服について。猛暑の夏にもかかわらず、冬用の活動服を着用されています。

これまでも多くのご家族の方から、夏の活動から帰ってくると、汗びっしょりで見ていられ

ない、夏服を買ってもらえないかと要望を聞いてきました。 

  毎年消防車両の購入をされています。車両購入も大事な事業と考えますが、消防車両を動

かす消防団員の健康管理も、もっと大事なことではないでしょうか。消防車両購入の予算で

夏の活動服を購入する考えはないか、お伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 消防団に貸与をさせていただいております活動服につきましては、国

が定めます消防団員服制基準に基づきまして、決定をさせていただいておるところでござい

ます。現在の活動服につきましては、冬用の活動服ではなく、年間を通じて使用していただ

けるオールシーズン用、通年服というものを採用させていただいておるところでございます。

また、団員につきましては、猛暑時なり、厳寒時の活動においては、体調管理に十分注意し

て活動いただくよう呼びかけもさせていただいておるところであり、現在のところ、購入す

る考えはございません。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 夏冬兼用と、調査もしないで質問させていただいたんですが、夏用の
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活動服とまた大分違うのではないかと思います。この間、操法大会がありまして、隣に京丹

後市の方が夏用を着用されてまして、私、聞かせていただきました。大分違いますって言う

てはりましたし、現場にもこれで行けるいうことでこの質問を起こさせていただいたんです

が、合併前の旧３町時代には夏服で活動されていたそうですが、現在ではどうして夏冬兼用

になったのか、要因をお伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 確かに、従来といいますか、合併前でありますけれども、旧町ごとの

使用でありまして、夏用の活動服、いわゆる訓練服というものがあったというふうに聞いて

おります。現在の活動服は、平成２０年１１月１日から着用しているということで、現在の

活動服に決定をして、国でも消防団の服の基準というのは、平成２６年２月に決定をされて

おるところでございますので、また、夏服を使用している他市町村についても、通年服に統

一されるようなところもありますので、そういったことで現在のところは考えていないとい

うことでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 次、行きます。 

  公明党では、４月から３カ月間にわたって１００万人訪問調査を実施しました。防災減災

では、地域において危険で改善が必要な場所として空き家が最も多く、地域の安全確保を図

るには、空き家の対策が全国的な課題となっています。本町内でも、空き家に不安を感じら

れている方が最も多くありました。 

  そこで、本町における空き家対策の取り組み状況をお伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 空き家が増加しておるというのは、全国的な傾向でございますが、防

犯なり、防災、また、衛生面でありましたり、景観の悪化など、いろいろな問題を引き起こ

しておるという現状がございます。 

  本町におきましても、関係部署が連携を図りながら、実態把握と空き家対策の体制整備に

努めますとともに、指導を行っておるところでございます。 

  また、空き家対策と地域の担い手対策として実施しております空き家バンク事業でありま

すけれども、平成２２年度の事業開始以来、平成３０年８月２８日現在で９２軒の空き家登

録があり、利用希望者は１５６組、うち２４件のマッチングが成立したところでございます。

また、今年の６月からは、新たに地域おこし協力隊を担当職員として採用させていただき、

さらに事業の推進を図っておるところでございます。 



 

－１２２－ 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） これまでも、一般質問で何度かこうした空き家対策について答弁して

いただいたのを見ますと、本年度中には実態調査を行う予定であり、また、年度内、平成２

８年度だったんですが、調査結果に基づき台帳を作成したいとお答えになっておりましたが、

この点できておるのか、進んでいるのかお伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 山内土木建築課長。 

○土木建築課長（山内和浩君） 平成２８年度に空き家の調査のほうを実施いたしまして、京

丹波町内の空き家の状況の把握ということを目的に実施いたしました。 

  その結果、町内の空き家戸数といたしましては、４４８戸ということで確認をしておりま

す。この空き家の数につきましては、別荘や小屋とか、離れとかいうものも含まれていると

思いますので、今後聞き取り等によりまして詳細な調査が必要だと考えております。 

  台帳システムといたしましては、ゼンリンの地図を利用した地図を作成しております。 

  以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 空き家建物の二次災害防止や建物所有者への管理指導の徹底などの対

策をお伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 老朽化しました空き家への苦情の対応につきましては、条例を活用し

ながら、文書なり、電話によりまして、所有者等に対しまして改善を求めておりますけれど

も、費用面の問題等で解決に向かうのが困難な事例というのもありまして、町としましても

対応に苦慮しておるところでございますけれども、引き続きまして町内の環境保全を図るた

めに、所有者に管理責任を果たしていただくよう、空き家対策に取り組んでまいりたいとい

うふうに考えておるところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 住民様からの、空き家の危険箇所の要望なんかの件数をお伺いしたい

のと、また、空き家の管理者、持ち主に行き当たらない、持ち主がないという場合に対して

の今後の対策をお聞きしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） 平成２９年度につきましては、苦情対応件数といたしまして、１

２件でございます。 

  所有者の件につきましては、追跡調査を行いまして、関係する自治体に通知して追跡調査
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を行って、最終確認しているという状況でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） そうした追跡調査をしていただきまして、最終、所有者がなかなか見

当たらないという件数はあったのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） 実際にそういう場所もございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） そういった場合、危険箇所というのであれば、住民様にも、事故が起

きてからでは対処が遅いのでありますので、町でまた考えていただきまして、危険箇所に対

しては、危険が及ばない想定になりますが、行政で対応していただきたいと思います。 

  また、私も何件か聞いたことがあるんですが、火災になりまして、焼け跡に風が吹いたら

ほんまに怖いし、何とかしてもらえんやろかということをよく聞かせていただくんですが、

そういった方も、私の当たっている方は、所有者が見当たらない、行き当たらないというこ

とになりましたので、そういった場合、危険が町民さんに及んでからでは遅いと思いますの

で、それまでに行政に対応していただけないかお伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤住民課長。 

○住民課長（長澤 誠君） 先ほど来も町長が申しましたように、今後も粘り強く調査してま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 次、行きます。 

  健康対策等についてです。皆さんご存じのように、がんは国内で２人に１人がかかる身近

な病気にもかかわらず、正しい知識がないため、がんになると助からないとの先入観を持っ

ている人が少なくないと指摘されています。医療の進歩により、現在は、がん治癒率に相当

する５年生存率は、約６５％にまで上昇していると言われています。早期発見できれば、入

院の必要すらない場合もあり、がんに関する正しい知識を知ってほしいと専門医は呼びかけ

ておられます。 

  また、２０１７年３月、中学と２０１８年３月、高校に、それぞれ改定された次期学習指

導要領に、「がんを扱う」と明記されたとして、１人も漏れなくがんについて学べる学校教

育は、究極の啓発であると専門医は訴えておられます。がん教育を受けることで、健康への

意識が高まるだけでなく、病気の人をはじめ、他人を思いやる気持ちも養えるとして、１０

年後、２０年後、がん教育を受けた子どもたちが大人になったときに、日本の社会は大きく
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変わると期待されています。 

  そこで、お尋ねします。 

  町内小学校において、専門医とがん経験者を招いてのがん教育を行っている小学校は、何

校あるのかお伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 専門医等の外部講師を招いてがん教育を実施しておりますのは、竹

野小学校１校であります。他の小学校においては、保健体育の生活習慣病、喫煙、飲酒、薬

物乱用と健康等の授業の中で、喫煙、受動喫煙によるがんなどの健康被害について学習して

おります。 

  以上であります。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） 教育長に丁寧にお答えいただきました。がん教育だけでなく、いろん

な健康の教育をしているということで理解はできるのですが、専門医とがん経験者を招いて

のがん教育というのは、またそれぞれ違ってくると思いますし、がん教育は究極の啓発と専

門医は呼びかけています。全小学校で取り組む考えはないか、お伺いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 松本教育長。 

○教育長（松本和久君） 議員ご提案の、専門医やがん経験者を招いてのがん教育につきまし

ては、本年度も９月２８日に京都府の「生命のがん教育推進プロジェクト事業」を活用し、

竹野小学校５、６年生で取り組むことにしております。本事業は、命の尊さとがんについて、

正しい知識と予防のために大変有意義であると考えております。 

  したがいまして、町内校園長会議におきまして、他の学校においても積極的に活用するよ

う、提起をしたいと考えております。 

  以上であります。 

○議長（篠塚信太郎君） 森田君。 

○９番（森田幸子君） ありがとうございます。ぜひ全小学校が、そうしたがん教育を受けて

いただけるよう取り計らっていただけますように要望いたしまして、私の一般質問を終わら

せていただきます。 

○議長（篠塚信太郎君） これで森田幸子君の一般質問を終わります。 

  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

  よって、本日はこれをもって散会します。 

  次の本会議は、明日７日に再開しますので、定刻までにご参集ください。 
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  ご苦労さまでした。 

散会 午後 ２時２６分 
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